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並
　
木
　
昌
　
史

　

は　

じ　

め　

に

一　

本
書
の
書
誌
情
報
と
伝
来
・
内
容

二　

本
書
の
特
徴

三　

編
者
・
二
条
康
道

は　

じ　

め　

に

尾
張
徳
川
家（
以
下
「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
）に
伝
来
し
た
「
即
位
之
記
」
は
、
江

戸
時
代
前
期
の
明

み
ょ
う

正し
ょ
う

天
皇（
一
六
二
四
〜
九
六　

在
位
一
六
二
九
〜
四
三
）の
譲
位
と
後ご

光こ
う

明み
ょ
う

天
皇（
一
六
三
三
〜
五
四　

在
位
一
六
四
三
〜
五
四
）の
践
祚
・
即
位
の
儀
式
、
な

ら
び
に
後ご

西さ
い

天
皇（
一
六
三
八
〜
八
五　

在
位
一
六
五
四
〜
六
三
）の
譲
位
と
霊れ
い

元げ
ん

天
皇

（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二　

在
位
一
六
六
三
〜
八
七
）の
践
祚
・
即
位
の
儀
式
を
記
録
し

た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
四
代
の
皇
位
継
承
の
儀
式
は
、
前
者
は
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
三
）、
後
者
は
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）に
挙
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
と
称
さ
れ
て
い
る（
以
下
、
本
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
寛

永
記
」「
寛
文
記
」
を
「
本
書
」
も
し
く
は
「
徳
川
美
術
館
本
」
と
称
す
）。

本
書
は
、
近
年
筆
者
が
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』
で
概
略
を
紹
介

し
た
が
、
そ
の
後
一
部
訂
正
を
要
す
る
箇
所
が
生
じ
た
り
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
こ
の
た
び
稿
を
改
め
て
本
書
の
詳
細
な
紹
介
と
と
も
に
、
本
書
の
成
立

お
よ
び
内
容
や
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

な
お
「
即
位
」
と
い
う
言
葉
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
で
あ
る
「
践
祚
」
と
、
代

替
わ
り
を
広
く
表
明
す
る
儀
式
で
あ
る
「
即
位
」
と
が
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多

い
。
本
書
の
書
名
も
「
即
位
之
記
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
は
後
述
す
る
よ
う
に
即

位
式
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
譲
位
の
儀
式
次
第
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
用
い
る（
本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
表
「
近
世
の

天
皇　

一
覧
」
を
参
照
の
こ
と
）。

践
祚
：
新
天
皇
の
皇
位
継
承
行
為
お
よ
び
そ
の
儀
式
。
受
禅
と
も
称
す
。

な
お
先
帝
の
譲
位
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
先
帝
崩
御
に
よ
る
場
合

と
が
あ
る
。

即
位
：
新
天
皇
の
皇
位
継
承
を
、
広
く
公
に
す
る
儀
式
。
即
位
礼
と
も
称
す
。

（
1
）

（
2
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
五
四

一　

本
書
の
書
誌
情
報
と
伝
来
・
内
容

本
書
は
巻
子
装
で
八
巻
か
ら
な
り
、「
寛
永
記
」
甲
・
乙
二
巻
と
「
寛
文
記
」
日
・

月
・
星
・
辰
の
四
巻
、「
寛
永
記
」
よ
り
は
天
地
の
寸
法
が
小
さ
い
が
、「
寛
永
記
」
本

文
に
は
含
ま
れ
な
い
内
容
を
収
録
し
た
「
目
録
」
二
巻
が
、
補
遺
と
し
て
添
っ
て
い

る
。「
目
録
」
が
「
寛
永
記
」
の
補
遺
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
た
の
は
、「
寛
永
記
」
甲

乙
二
巻
と
装
幀
で
同
じ
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
ら
八
巻
の
巻
物
は
、
桐
白
木
製
で
懸
子
付
き
の
印
籠
蓋
の
内
箱
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
箱
の
側
面
に
は
真
鍮
製
の
鍵
が
付
け
ら
れ
、
鍵
一
本
が
添
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
内
箱
は
溜
塗
り
で
被
せ
蓋
造
り
の
外
箱
に
収
め
ら
れ
、
外
箱
蓋
表
中
央
に
は
銀
粉

字
で
「
御
即
位
之
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
箱
の
蓋
表
に
は
次
の
通
り
墨
書
に

よ
る
書
付
が
あ
る
。

寛
永
廿
年
九
月
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
巻

寛
文
記〈
三
月
記　

三
巻
・
二
月
記　

一
巻
〉　　
　

四
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
目
録　
　

二
巻

（
細
字
の
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

「
寛
永
記
」
二
巻
と
附
属
の
「
目
録
」
二
巻
、
な
ら
び
に
「
寛
文
記
」
四
巻
の
寸
法

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」甲

巻　
　

縦
二
九
・
〇
糎　

長
一
三
〇
一
・
八
糎

乙
巻　
　

縦
二
九
・
〇
糎　

長
一
〇
二
四
・
八
糎

「
目
録
」第

一
巻　

縦
一
四
・
九
糎　

長
七
〇
二
・
九
糎

第
二
巻　

縦
一
四
・
九
糎　

長
二
九
九
・
九
糎

「
寛
文
記
」日

巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
一
八
七
・
八
糎

月
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
三
一
八
・
二
糎

星
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
一
〇
九
六
・
八
糎

辰
巻　
　

縦
二
八
・
七
糎　

長
九
三
三
・
九
糎

「
寛
永
記
」
二
巻
と
「
目
録
」
二
巻
の
料
紙
は
す
べ
て
斐
紙
で
、
表
紙
に
は
白
茶
地

違
い
三
角
繋
ぎ
文
金
入
り
錦
が
、
見
返
し
に
は
切
箔
を
散
ら
し
青
金
砂
子
を
撤
い
た
間

合
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
各
巻
に
は
黒
柿
寸
切
の
軸
首
が
付
け
ら
れ
、
巻
紐
に
は
紫

の
平
打
紐
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
の
「
寛
文
記
」
四
巻
は
、
表
紙
に
花
色
地
丁
子
花
唐
草
文
金
入
り
緞
子
と
、

「
寛
永
記
」
と
は
異
な
る
裂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
見
返
し
に
は
「
寛
永
記
」
同
様
、

切
箔
を
散
ら
し
青
金
砂
子
を
撤
い
た
間
合
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
軸
首
と
巻
紐
も

「
寛
永
記
」
と
同
じ
で
、
表
紙
の
裂
地
の
み
異
な
る
も
の
の
「
寛
永
記
」
と
同
時
に
装

幀
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
に
は
恒つ

ね
か
わ
り
ょ
う
ろ

川
了
廬（
古
筆
家
九
代
了
意
の
高
弟
で
尾
張
家
に
仕
え
た
）の
極
札
一
枚
が
附

属
し
、
文
面
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

二
條
摂
政
康
道
公〈
寛
永
記 

寛
文
記
〉　

外
題（
瓢
形
黒
印
「
了
盧
」）

（
細
字
の
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

こ
の
極
札
は
「
二
條
殿　

外
題　

寛
永
記　

寛
文
記　

鑑
正
」
と
書
か
れ
た
包
紙
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
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一
五
五

本
書
が
尾
張
家
に
伝
え
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
書
の
由
緒

を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
尾
張
家
蔵
帳
の
う
ち
、
最
も
古
い
記
録
が
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）編
「
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
」
一
冊（
什
器
旧
原
簿
第
二
十
号　

徳
川
美

術
館
蔵
）で
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
九
月
記　
　
　
　

二
巻

寛
文
三
月
記
二
月
記　

四
巻

　
　

外
に
目
録　
　
　

二
巻

　
　
　

了
廬
極
札
添

こ
の
「
御
側
御
道
具
帳
」
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
の
時
点
で
本
書
が
尾
張
家
に

存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
右
の
記
事
に
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
尾
張

家
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
来
品
か
江
戸
時
代
後
期
頃
の
購
入
品
か

ど
う
か
を
示
す
来
歴
に
関
す
る
記
事
は
無
く
、
江
戸
時
代
後
期
以
前
の
由
緒
は
明
ら
か

で
は
な
い
。

「
寛
永
記
」
各
巻
の
巻
頭
に
は
内
題
と
し
て
「
寛
永
記 

甲　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛

永
記 

乙　

従
一
位
康
道
記
之
」
と
、
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
内
題
の
筆
跡
は
、
恒
川
了
廬
の
極
札
に
従
う
な
ら
、
二
条
康
道（
一
六
〇
七
〜
六
六
）

の
自
筆
と
さ
れ
る
。
以
下
、
内
題
の
筆
跡
が
康
道
の
自
筆
か
否
か
に
つ
い
て
検
証
し
て

み
た
い
。

康
道
は
江
戸
時
代
前
期
の
公
卿
で
二
条
家
第
十
六
代
、
摂
政
・
左
大
臣
を
務
め
た
。

九
条
幸
家（
一
五
八
六
〜
一
六
六
五
）の
長
男
で
母
は
豊
臣
秀
勝
の
娘
完
子
。
慶
長
十
二

年（
一
六
〇
七
）正
月
二
十
四
日
に
誕
生
、
慶
長
十
八
年
大
叔
父
二
条
昭
実（
一
五
五
六
〜

一
六
一
九
）の
養
子
と
な
り
元
服
し
、
こ
の
時
徳
川
家
康
よ
り
「
康
」
の
字
を
贈
ら
れ

康
道
と
名
乗
っ
た
。
そ
の
後
権
大
納
言
・
左
大
臣
を
経
て
寛
永
十
二
年（
一
六
三
五
）摂

政
と
な
り
、
同
十
六
年
に
従
一
位
、
正
保
四
年（
一
六
四
七
）に
摂
政
を
辞
し
た
。
寛
文

六
年（
一
六
六
六
）、
享
年
六
十
歳
で
薨
去
し
た
。
正
室
は
後
陽
成
天
皇
の
皇
女
貞
子
内

親
王（
後
水
尾
天
皇
の
同
母
妹
）。
明
正
天
皇（
従
妹
に
あ
た
る
）が
十
五
歳
と
な
っ
た
寛
永

十
四
年
十
二
月
、
後
水
尾
上
皇
は
摂
政
の
康
道
を
関
白
と
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
が
、

京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
の
反
対
に
よ
っ
て
取
り
や
め
と
な
っ
た
一
件
が
あ
っ
た
。

康
道
は
松
永
貞
徳（
一
五
七
一
〜
一
六
五
四
）に
入
門
し
て
俳
諧
を
学
ん
だ
ほ
か
、
朱
子

学
に
傾
倒
し
た
後
光
明
天
皇
の
た
め
、
民
間
か
ら
朝
山
意
林
庵（
一
五
八
九
〜
一
六
六
四
）

を
登
用
し
て
天
皇
に
進
講
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
寛
永
記
」
各
巻
の
内
題
に
み
ら
れ
る
康
道
の
筆
跡
は
、
や
や
筆
太
で
線
の
肥
痩
の

変
化
は
乏
し
く
、
字
形
は
や
や
扁
平
で
あ
る
。
各
文
字
も
放
ち
書
き
で
書
か
れ
て
お
り

読
み
易
い
が
、
朴
訥
な
印
象
で
あ
る
。
康
道
の
筆
跡
は
、「
本
朝
古
今
名
公
古
筆
諸
流
」

（『
万
宝
全
書
』
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉刊

所
収
）に
よ
る
と
、
青
蓮
院
尊
純
法
親

王（
一
五
九
一
〜
一
六
五
三
）の
書
風
を
受

け
継
い
だ
尊
純
流
に
属
す
と
あ
り
、
青

蓮
院
尊
証
法
親
王
・
近
衛
尚
嗣
・
大

炊
御
門
教
敦（
経
孝
）・
円
満
院
常
高
・

日
野
弘
資
・
葉
室
頼
業
・
梶
井
慈
胤
法

親
王
や
佐
々
木
資
敦
と
と
も
に
同
じ

書
流
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）に
古
筆
了
仲
が
編
集
し
た

「
筆
蹟
流
儀
系
図
」（
東
京
・
静
嘉
堂
文
庫

蔵
）や
承
応
三
年（
一
六
五
二
）の
跋
文
を

（
3
）
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張
徳
川
家
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来
「
即
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一
五
六

も
つ
「
流
儀
集
」（「
明
翰
抄
」
三
十
五
冊
の
内　

個
人
蔵
）と
い
っ
た
、
書
道
の
流
儀
系
統

を
記
し
た
書
物
に
も
、
尊
純
流
の
一
人
と
し
て
二
条
康
道
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

康
道
の
筆
跡
の
う
ち
執
筆
年
紀
が
明
ら
か
な
例
と
し
て
は
、
寛
永
十
三
年
に
作
成
さ

れ
た
重
要
文
化
財
「
東
照
社
縁
起
」（
栃
木
・
日
光
東
照
宮
蔵
）が
あ
り
、
康
道
も
詞
書
を

一
部
染
筆
し
て
い
る
が
、
肥
痩
の
著
し
い
書
風
で
あ
り
、「
内
題
」
の
署
名
の
書
体
と

は
相
違
す
る
。
こ
の
ほ
か
康
道
の
筆
跡
に
、
土
佐
光
則
筆
『
源
氏
物
語
画
帖
』（
徳
川
美

術
館
蔵
）の
「
若
紫（
二
）」
の
詞
書
が
あ
り
、「
寛
永
記
」
内
題
の
筆
跡
と
比
較
す
る
と
、

筆
太
の
筆
致
は
類
似
し
て
い
る
が
、
同
一
人
物
の
筆
跡
と
は
み
な
し
が
た
い
。
康
道
に

は
和
歌
短
冊
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
内
題
の
「
康
道
」
の
署
名
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
二
代
光
友
正
室
の
千
代
姫
が
寛
永
十
八
年
に
五
歳
を
迎
え
た
際
に
行
わ
れ
た

深ふ
か

曽そ

木ぎ

の
儀
式
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
鬢び
ん

曽そ

木ぎ

道
具
」
一
式（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
、

附
属
す
る
書
付
の
う
ち
「
著
袴
深
曽
木
年
数
事
」
と
内
題
の
あ
る
冊
子
が
二
条
康
道
の

自
筆
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
の
筆
跡
と
、「
寛
永
記
」
の
内
題
に
み
ら
れ
る
署
名
の
筆
跡

も
ま
た
異
な
り
、「
寛
永
記
」
内
題
の
署
名
は
康
道
の
筆
跡
を
意
識
し
て
似
せ
た
書
風

（
4
）

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
前
筆
者
は
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』
の

な
か
で
、
こ
の
内
題
の
筆
跡
を
康
道
自
筆
と
し
た
が
、
充
分
な
検
討
を
経
ず
に
速
断
し

た
誤
認
で
あ
っ
た
。
今
回
本
稿
に
お
い
て
訂
正
し
た
い
。

挿図5　冊子「著袴深曽木年数事」末尾　二条康道筆
徳川美術館蔵

挿図2　土佐光則筆「源氏物語画帖」
　「若紫（二）」　徳川美術館蔵

挿
図
4　

和
歌
短
冊　

二
条
康
道
筆（
古
筆
手
鑑
「
文
車
」
所
収
）　

徳
川
美
術
館
蔵

挿
図
3　

和
歌
短
冊　

二
条
康
道
筆（
古
筆
手
鑑
「
桃
江
」
所
収
）　

徳
川
美
術
館
蔵

一
方
、「
寛
永
記
」
本
文
の
筆

跡
は
内
題
の
筆
跡
と
比
べ
る
と
全

般
的
に
細
い
線
で
書
か
れ
て
い

る
。
内
題
に
続
く
目
次
は
楷
書
で

謹
直
に
書
か
れ
、
そ
れ
に
続
く
本

文
は
、
内
題
や
目
次
の
筆
跡
と
異

な
り
、
細
字
で
楷
・
行
・
草
取
り

交
ぜ
た
筆
跡
で
書
か
れ
て
お
り
、

分
量
も
多
い
こ
と
か
ら
、
筆
跡
の

異
な
る
数
名
が
分
担
し
て
筆
写
し

た
と
推
測
さ
れ
る
。
内
題
を
記
し

た
人
物
・
目
次
を
記
し
た
人
物
・

そ
し
て
数
名
の
人
物
が
本
文
を



尾
張
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上
）

一
五
七

筆
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
従
一
位

康
道
記
之
」
と
あ
り
、
ま
た
本
文
中
で
康
道

が
、
自
身
を
「
予
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
康
道
が
執
筆
し
、「
寛
永
記
」・「
寛
文

記
」
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
と
見
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
三
章
に
お
い
て

触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

「
寛
永
記
」
に
附
属
す
る
「
目
録
」
に
は
、

「
寛
永
記
」
本
文
の
よ
う
な
内
題
の
文
字
は

無
く
、「
御
移
徙
之
次
第
」「
御
即
位
之
次

第
」
と
、
儀
式
の
題
が
示
さ
れ
、
そ
の
あ
と

儀
式
の
次
第
が
続
い
て
書
か
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」
本
文
に
は
推
敲
の
跡
は
無
く
、
誤
字
を
抹
消
し
た
部
分
は
ご
く
少
な

い
。
本
書
の
特
徴
は
、
所
々
指
図（
見
取
図
）が
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
殿
舎
の

内
部
や
調
度
の
配
置
な
ど
を
示
す
指
図
の
罫
線
は
直
線
が
引
か
れ
、
行
列
の
人
名
や
天

皇
の
詞
書
で
あ
る
「
宣
命
」
の
文
章
は
謹
直
に
書
か
れ
て
い
る
。「
寛
永
記
」
本
文
は
、

書
に
練
達
し
た
同
一
人
物
に
よ
る
書
写
と
考
え
ら
れ
、
本
文
全
体
か
ら
は
、
謹
直
に
浄

書
さ
れ
た
趣
が
あ
る
。

「
寛
文
記
」
各
巻
の
巻
頭
に
は
内
題
に
「
寛
文
記 

日　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文

記 

月　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文
記 

星　

従
一
位
康
道
記
之
」「
寛
文
記 

辰　

従
一

位
康
道
記
之
」
と
、「
寛
永
記
」
同
様
に
記
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
康
道
の
筆
致
を
意

識
し
て
書
か
れ
た
筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
。「
寛
文
記
」
四
巻
の
本
文
は
複
数
名
の
分
担

に
よ
る
書
写
と
考
え
ら
れ
、「
寛
文
記
」
の
筆
跡
か
ら
受
け
る
印
象
は
、「
寛
永
記
」
同

様
謹
直
に
書
写
さ
れ
た
箇
所
と
、「
寛
永
記
」
に
比
較
す
る
と
速
筆
で
や
や
性
急
に
書

写
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
箇
所
が
あ
る
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
と
も
に
、
巻
頭
の
序
文
や
巻
末
の
奥
書
に
あ
た
る
文
章
が

無
い
。
こ
の
た
め
本
書
「
寛
永
記
」
の
成
立
年
代
は
後
光
明
天
皇
の
践
祚
の
儀
式
の

行
わ
れ
た
寛
永
二
十
年
以
後
程
な
く
、

「
寛
文
記
」
の
成
立
年
代
も
霊
元
天
皇
の

即
位
関
連
儀
式
の
行
わ
れ
た
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）以
後
程
な
い
時
期
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
本
書
を
筆
写
し
た
理
由
も
奥

書
が
無
い
た
め
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
は
い

な
い
が
、
ま
ず
は
康
道
・
光
平（
一
六
二
五

〜
八
二
）父
子
の
周
辺
で
子
孫
に
伝
え
る

た
め
、
清
書
本
を
作
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。寛

文
三
年
は
康
道
五
十
七
歳
で
、
歿
し

た
同
六
年
は
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
時
の
後

挿図6　「寛永記 甲」右の三行が目次（楷書）、左が本文

挿図7　「寛文記 日」内題

挿図8　「寛文記 日」冒頭
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一
五
八

西
天
皇
が
、
承
応
二
年（
一
六
五
三
）六
月
二
十
三
日
や
万
治
四
年（
一
六
六
一
）正
月
十
五

日
の
内
裏
火
災
を
受
け
、
禁
裏
御
文
庫
の
蔵
書
の
充
実
を
図
る
た
め
公
卿
や
寺
社
が
所

蔵
す
る
記
録
や
典
籍
を
集
め
て
複
本
を
作
ら
せ
る
事
業
に
着
手
し
た
の
は
承
応
か
ら
寛

文
年
間
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
御
文
庫
ほ
か
数
棟
を
残
し
て
全
焼
し
た
万
治
四
年
の
内
裏

火
災
は
、
子
息
・
光
平
の
正
室
・
賀よ

し

子こ

内
親
王
邸
が
火
元
に
な
っ
た
こ
と
で
、
康
道
が

責
任
を
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
二
条
家
で
は
「
寛
永
記
」「
寛

文
記
」
の
清
書
本
を
作
成
し
て
来
た
る
臨
時
の
儀
式
に
備
え
る
と
と
も
に
、
康
道
・
光

平
二
代
の
名
誉
を
子
孫
に
伝
え
る
た
め
に
自
家
に
備
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
の
写
本
は
多
く
、「
後
浄
明
珠
院
摂
政
記
」
四
冊（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）や
「
後

浄
明
珠
院
殿
記
」
二
冊（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵　

伏
見
宮
旧
蔵
文
書
）・「
後
浄
明
珠
院
殿
記
」

三
冊（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）を
は
じ
め
三
十
三
部
が
『
国
書
総
目
録
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
伝
本
に
つ
い
て
は
、『
金
鯱
叢
書
』
次
号
掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て

あ
ら
た
め
て
触
れ
た
い
。

「
寛
永
記
」
甲
乙
二
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
儀
式
の
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各

巻
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
目
次
を
次
に
掲
げ
、
そ
の
下
に
儀
式
の
内
容
を
簡
単
に
記
し

た
。

「
寛
永
記
」

（
甲
巻
）

寛
永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第　

紹つ
ぐ

仁ひ
と

親
王（
後
光
明
天
皇
）の
元
服
の
式
次
第
。
和

文
と
漢
文
が
あ
り
、
漢
文
は
康
道
の
作
成
、
和

文
は
後
水
尾
上
皇
の
作
成（
後
述
）。

御
元
服
指
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
場
見
取
図
。

御
元
服
日
時
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
、
儀
式
の
日
取
り
を
撰
ん
で
提
出
し

（
5
）

た
文
書
の
写
し
。

新
帝
儀

新
王
御
方
御
元
服
以
後
初
参
内　
　
　

元
服
を
済
ま
せ
た
紹
仁
親
王
が
、
初
め
て
参
内

し
た
式
次
第
。「
新
王
」
は
親
王
の
宛
字
か
。

「
親
王
御
方
」
と
は
儲ち

ょ

君く
ん（

皇
位
継
承
者
）と
目
さ

れ
た
皇
子
で
、
寛
永
二
十
年
当
時
は
後
水
尾
上

皇
の
皇
子
の
う
ち
紹
仁
親
王
を
指
す
。

供
奉
人
　々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
に
供
奉
し
た
諸
卿
官
人
の
一
覧
。

行
啓
日
時
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
儀
式
の
日
取
り
を
撰
ん
で
提
出
し
た

文
書
の
写
し
。

行
幸
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
次
第
。

（
乙
巻
）

御
譲
位
散
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
儀
式
に
参
加
し
た
諸
臣
の
名
簿
。

勅
符　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
の
命
を
奉
じ
て
発
せ
ら
れ
た
軍
事
命
令
書

（
譲
位
を
は
じ
め
と
す
る
非
常
事
態
の
際
、
近
江
の

逢
坂
・
伊
勢
の
鈴
鹿
・
美
濃
の
不
破
に
置
か
れ
た
関

三
箇
所
を
固
め
る
「
固
関
」
の
儀
で
、
関
が
置
か
れ

た
各
国
の
国
司
に
宛
て
ら
れ
た
）。

太
政
官
府　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官
が
発
し
た
行
政
命
令
文
書
。

官
方
吉
書
・
政
所
吉
書　
　
　
　
　
　

譲
位
に
際
し
て
、
初
め
て
天
皇
に
奉
る
政
務
上

の
文
書
。

宣
命　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
儀
式
の
中
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
天
皇
の

詞
書
。
大
内
記
が
起
草
し
た
。
譲
位
の
儀
式
の

（
6
）
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一
五
九

中
心
で
、
万
葉
仮
名
に
よ
る
表
記
が
慣
例
。

内
舎
人
差
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
廷
の
行
事
で
、
諸
役
を
務
め
る
内
舎
人
の
名

を
記
し
た
文
書
。

御
譲
位
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
式
場
の
指
図
。

新
造
御
所
剣
璽
出
御
図　
　
　
　
　
　

明
正
上
皇
か
ら
後
光
明
天
皇
へ
も
た
ら
さ
れ
た

剣
璽
の
移
動
儀
式
の
指
図
。

剣
璽
渡
御
行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　

剣
璽
渡
御
の
儀
の
行
列
。

剣
璽
入
御
新
帝
御
所
図　
　
　
　
　
　

後
光
明
天
皇
の
御
所
へ
移
さ
れ
た
剣け

ん

璽じ

渡と

御ぎ
ょ

の

式
場
見
取
図
。

昇
殿
勅
授
等
拝
所
図　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
と
勅
授
帯
剣
を
許
さ
れ
た
諸
卿
が
、
新
天

皇
に
対
し
て
行
っ
た
拝
舞
の
指
図
。

御
陪
膳
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
光
明
天
皇
に
供
さ
れ
た
饗
膳
の
式
次
第
。

御
殿
御
装
束
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

式
場
の
指
図
。

御
陪
膳
人
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

饗
膳
の
配
膳
に
あ
た
っ
た
公
卿
の
人
名
一
覧
。

「
目
録
」

（
第
一
巻
）

御
即
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
の
式
次
第
。

御
手
水
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
が
礼
服
を
着
け
た
あ
と
、
手
を
清
め
る
作

法
。

親
王
代
之
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
参
加
す
る
親
王
代
の
詳
細
な
作
法
。

親
王
代
は
正
式
な
官
職
で
は
な
く
、
即
位
式
に

お
け
る
配
役
で
、
大
納
言
・
中
納
言
の
中
か
ら

新
た
に
任
命
さ
れ
る
。

少
納
言
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
お
け
る
少
納
言
の
作
法
。

典
儀
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
位
式
に
お
け
る
典
儀
の
作
法
。

（
第
二
巻
）

御
移
徙
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
新
御
所
に
移
る
儀
式
。

今
度
可
被
省
略
之
条
　々
　
　
　
　
　

即
位
式
の
中
で
省
略
さ
れ
た
五
箇
条
「
所
々
居

餐
事
・
供
五
菓
事
・
公
卿
着
殿
上
居
餐
事
・
出

御
之
事
・
奏
吉
書
事
」
を
列
挙
。

「
寛
文
記
」

（
日
巻
）

識
仁
親
王
御
元
服
之
事　
　
　
　
　
　

識
仁
親
王（
霊
元
天
皇
）の
元
服
の
儀
。

御
元
服
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
服
の
式
次
第
。

寛
文
三
年
正
月
廿
三
日
御
譲
位
之
事　

後
西
天
皇
の
譲
位
の
儀
。

御
譲
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
式
次
第
。

剣
璽
渡
御
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
西
天
皇
か
ら
識
仁
親
王
へ
も
た
ら
さ
れ
た
剣

璽
の
移
動
儀
式
。

（
月
巻
）

御
譲
位
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
の
式
次
第
。
後
西
天
皇
の
命
で
康
道
が
作

成
し
た
と
あ
る
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

譲
位
式
に
参
加
す
る
摂
政
光
平
の
参
内
行
列
。

剣
璽
渡
御
行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　

剣
璽
渡
御
の
行
列
。

（
星
巻
）

新
造
内
裏
新
帝
御
所
儀　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
新
御
所
で
行
っ
た
儀
式
。

剣
璽
入
御　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
位
の
印
で
あ
る
剣
璽
の
、
上
皇
の
御
所
か
ら

（
7
）
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一
六
〇

新
御
所
へ
の
移
動
儀
式
。

勅
授
帯
剣
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
資
格
・
帯
剣
資
格
・
牛
車
参
内
資
格
を
得

た
公
卿
の
名
を
記
す
。

昇
殿
如
元
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

昇
殿
資
格
を
得
た
公
卿
の
名
を
記
す
。

大
床
子
御
膳
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
が
、
践
祚
後
初
め
て
大
床
子
御
膳
を
食
べ

る
儀
式
。

昼
御
座
御
膳
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

践
祚
後
初
め
て
清
凉
殿
の
昼
御
座
で
御
膳
を
供

す
る
儀
式
。

御
殿
御
装
束
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

御
所
の
し
つ
ら
え
に
つ
い
て
記
す
。

大
殿
祭
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
の
御
所
の
平
安
を
祈
る
祭
祀
。

廿
七
日
入
夜
内
侍
所
渡
御
之
事　
　
　

正
月
二
十
七
日
の
夜
に
、
内
侍
所（
＝
神
鏡
）を

新
御
所
に
移
す
儀
式
。

日
時
勘
文
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
儀
式
を
行
う
に
あ
た
り
、
陰
陽
師
が
吉
日

を
撰
ん
で
提
出
し
た
文
書
の
写
し
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
行
列
。

新
院
布
衣
始
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

上
皇
が
初
め
て
狩
衣
を
着
け
、
諸
卿
に
対
面
す

る
儀
式
。

被
補
院
司
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
皇
の
「
院
庁
」
の
実
務
を
担
当
す
る
職
員
を

任
命
す
る
こ
と（
院
庁
に
は
別
当
・
執
事
・
御
厩
別

当
・
執
権
・
判
官
代
・
主
典
代
・
蔵
人
な
ど
が
あ
っ

た
。
別
当
は
院
務
を
統
轄
す
る
長
官
で
あ
っ
た
）。

御
譲
位
第
二
日
大
床
子
御
膳
之
事　
　

二
日
目
に
行
わ
れ
た
大
床
子
御
膳
の
儀
。

同
第
三
日
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
目
の
大
床
子
御
膳
の
儀
。

御
譲
位
以
後
初　
禁
裏
諸
礼
之
事　
　
譲
位
後
初
め
て
行
わ
れ
た
「
諸
礼
」。
諸
礼
は

毎
年
年
頭
に
行
わ
れ
る
行
事
で
、
親
王
や
門
跡

衆
ら
が
参
内
し
て
天
皇
に
参
賀
す
る
こ
と（
正

月
上
旬
に
例
年
通
り
の
諸
礼
が
行
わ
れ
た
後
、
譲
位

が
あ
っ
た
た
め
、
新
天
皇
に
改
め
て
参
賀
し
た
）。

新
院
御
所
尊
号
之
事　
　
　
　
　
　
　

新
天
皇
が
先
帝
に
「
太
上
天
皇
」
の
称
号
を
奉

る
儀
式
。
吉
日
を
撰
ん
だ
日
時
勘
文
・
儀
式
次

第
・
物
品
を
調
進
し
た
官
人
の
名
・
新
天
皇
か

ら
先
帝
へ
贈
ら
れ
た
宣
命
を
収
録
す
る
。

（
辰
巻
）

寛
文
三
年
三
月
礼
服
御
覧
之
事　
　
　

天
皇
が
即
位
礼
の
際
に
着
用
す
る
礼
服
を
、
事

前
に
実
見
す
る
儀
式
。

日
時
勘
文
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
師
が
儀
式
の
吉
日
を
撰
ん
で
提
出
し
た
文

書
の
控
え
。

御
覧
之
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
服
を
天
皇
が
実
見
す
る
式
次
第
。

行
列　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
服
を
運
ぶ
行
列
と
参
加
公
卿
名
。

御
殿
之
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
の
行
わ
れ
た
御
殿
内
の
指
図
。

委
細
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

式
次
第
の
詳
細
を
記
す
。

直
廬
儀
例
之
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
式
が
、
摂
政
の
「
直
廬
」（
直
廬
は
摂
関
や
大

臣
が
宿
直
・
休
憩
を
行
う
た
め
に
宮
廷
内
に
設
け
ら

れ
た
部
屋
。
摂
関
の
場
合
は
天
皇
の
御
座
所
近
く
で

政
務
を
執
る
必
要
か
ら
、
直
廬
を
事
実
上
の
執
務
室

と
し
て
用
い
た
。
更
に
は
除
目
・
叙
位
な
ど
の
重
要

な
政
務
も
摂
関
の
直
廬
で
開
催
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
。
原
則
的
に
は
宮
廷
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
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一

非
常
時
に
摂
関
の
私
邸
が
里
内
裏
と
な
っ
た
場
合
、

近
隣
の
施
設
に
直
廬
が
設
置
さ
れ
る
例
も
あ
っ
た
）

で
行
わ
れ
た
過
去
の
先
例
。
三
例
を
挙
げ
る
。

清
凉
殿
成
人
之
例
之
事　
　
　
　
　
　

礼
服
御
覧
の
儀
を
清
凉
殿
で
行
う
場
合
の
次
第

お
よ
び
成
人
し
た
天
皇
が
行
っ
た
先
例
三
例
を

記
す
。

御
即
位
由
奉
幣
之
次
第　
　
　
　
　
　

即
位
を
伊
勢
神
宮
に
奉
告
す
る
使
者
を
遣
わ
す

儀
式
の
式
次
第
。

神
祇
官
参
向
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

奉
幣
使
一
行
が
神
祇
官
代
の
吉
田
社
大
元
宮
に

赴
く
こ
と
。

最
上
所
之
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
社
大
元
宮
に
お
け
る
儀
式
の
指
図
。

「
寛
文
記
」
に
は
、
即
位
の
儀
式
の
式
次
第
を
記
し
た
附
属
の
「
目
録
」
は
無
い
。

こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
寛
文
三
年
四
月
二
十
七
日
の
即
位
式
直
前
と
も

言
う
べ
き
二
十
五
日
に
、
左
大
臣
鷹
司
房
輔
が
新
た
に
即
位
式
の
式
次
第
を
作
成
し
て

献
上
し
た
た
め
、
二
条
康
道
や
光
平
の
作
成
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
、「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
が
収
録
す
る
譲
位
・
践
祚
お
よ
び
即
位
の
式
次
第

を
、
収
録
順
に
項
目
を
拾
っ
て
列
挙
し
た
。
こ
れ
ら
「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録

さ
れ
た
儀
式
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
た
ど
る
前
に
、
ま
ず
後
光
明
天
皇
と
霊
元

天
皇
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

後
光
明
天
皇
は
、
後
水
尾
天
皇
の
第
四
皇
子
と
し
て
寛
永
十
年
三
月
十
二
日
に
誕
生

し
た
。
生
母
は
京
極
局
園
光
子（
壬
生
院
）で
、
幼
名
は
素す
が
の
み
や

鵞
宮
と
称
し
た
。
父
・
後
水

尾
天
皇
と
中
宮
・
東
福
門
院
和
子
と
の
間
に
は
二
男
五
女
が
あ
っ
た
が
、
二
人
の
皇
子

（
8
）

は
夭
逝
し
た
た
め
、
第
二
皇
女
の
興お
き

子こ

内
親
王
が
寛
永
六
年
に
即
位
し
て
明
正
天
皇
と

な
っ
た
。
女
性
天
皇
は
配
偶
者
を
持
た
な
い
慣
例
の
た
め
、
東
福
門
院
以
外
の
女
性
か

ら
誕
生
し
た
皇
子
の
う
ち
最
年
長
の
素
鵞
宮
が
皇
位
継
承
者
と
み
な
さ
れ
、
寛
永
十
九

年
九
月
二
日
に
儲
君
と
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
十
五
日
の
親
王
宣
下
で
異
母
姉
で
あ
る

明
正
天
皇
よ
り
「
紹
仁
」
の
名
を
賜
わ
り
、
翌
年
九
月
二
十
七
日
に
十
一
歳
で
元
服
、

十
月
三
日
明
正
天
皇
の
譲
位
に
よ
っ
て
践
祚
、
同
月
二
十
一
日
に
即
位
礼
を
挙
行
し

た
。
在
位
期
間
の
約
十
二
年
間
は
三
代
将
軍
家
光
か
ら
四
代
家
綱
の
時
代
に
相
当
し
、

若
年
で
あ
っ
た
た
め
摂
政
が
置
か
れ
た
。
承
応
三
年（
一
六
五
四
）九
月
二
十
日
、
痘
瘡

に
よ
り
崩
御
。
享
年
二
十
二
歳
。
翌
月
十
五
日
に
後
光
明
院
と
追
号
さ
れ
、
泉
涌
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
。
後
光
明
天
皇
は
学
問
、
な
か
で
も
儒
学
に
傾
倒
し
て
、
民
間
の
学
者
の

登
用
を
図
っ
た
ほ
か
、
在
位
中
は
応
仁
の
乱
以
降
中
絶
し
て
い
た
神
宮
例
幣
使
を
再

興
、
家
康
に
東
照
宮
の
号
を
贈
り
日
光
例
幣
使
を
創
設
す
る
な
ど
、
朝
廷
儀
式
の
整
備

を
図
っ
た
。

霊
元
天
皇
は
、
後
水
尾
天
皇
の
第
十
九
皇
子
と
し
て
承
応
三
年
五
月
二
十
五
日
に
誕

生
し
た
。
幼
名
は
高あ

て
の
み
や

貴
宮
。
生
母
は
内
大
臣
園
基
音
の
娘
で
後
水
尾
天
皇
に
仕
え
た
国

子（
新
広
義
門
院
）で
、
後
水
尾
天
皇
の
中
宮
徳
川
和
子（
東
福
門
院
）が
養
母
と
な
っ
た
。

承
応
三
年
に
兄
・
後
光
明
天
皇
が
疱
瘡
に
か
か
り
崩
御
し
た
た
め
、
叔
父
の
好
仁
親
王

の
跡
を
継
い
で
高
松
宮
二
代
と
な
っ
て
い
た
兄
・
後
西
天
皇
が
急
遽
皇
位
を
継
い
だ
。

後
西
天
皇
は
兄
・
後
光
明
天
皇
の
崩
御
前
に
誕
生
し
た
高
貴
宮
の
成
長
を
待
っ
て
万
治

元
年（
一
六
五
八
）正
月
に
親
王
宣
下
を
行
っ
て
識
仁
の
名
を
高
貴
宮
に
賜
っ
た
。
高
貴

宮
は
寛
文
二
年
十
二
月
に
元
服
、
翌
三
年
正
月
に
兄
・
後
西
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
て
践

祚
し
た
。
霊
元
天
皇
の
若
年
時
は
後
水
尾
法
皇
が
後
見
し
た
が
、
法
皇
が
延
宝
八
年
に

崩
御
し
た
後
は
直
接
政
務
を
執
っ
た
。
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）に
は
、
皇
子
・
朝
仁
親

王（
後
の
東
山
天
皇
）の
立
太
子
礼
を
再
興
し
、
翌
四
年
三
月
皇
位
を
朝
仁
親
王（
東
山
天
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皇
）に
譲
り
仙
洞
御
所
に
入
っ
て
院
政
を
開
始
し
、
同
年
十
一
月
に
、
長
年
中
断
し
て

い
た
新
天
皇
の
大
嘗
祭
を
再
興
し
た
。
元
禄
七
年
以
降
政
務
を
東
山
天
皇
に
委
譲
し
、

正
徳
三
年（
一
七
一
三
）八
月
に
出
家
し
て
法
皇（
法
名
は
素
浄
）と
な
り
、
享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）八
月
六
日
に
崩
御
し
た
。
享
年
七
十
八
歳
。
霊
元
天
皇
は
父
・
後
水
尾
天

皇
や
兄
・
後
西
天
皇
か
ら
和
歌
を
学
び
、
父
や
兄
の
崩
御
後
は
宮
廷
内
第
一
の
歌
人
と

し
て
堂
上
歌
壇
に
君
臨
し
、
武
者
小
路
実
陰
や
烏
丸
光
栄
と
い
っ
た
後
継
者
を
育
成
し

た
。
ま
た
在
位
中
は
石
清
水
放
生
会
や
立
太
子
礼
を
再
興
し
、
譲
位
後
に
は
大
嘗
祭
の

再
興
を
強
行
す
る
な
ど
、
朝
廷
儀
式
の
復
興
に
も
功
績
を
残
し
た
。

こ
こ
で
重
複
を
あ
え
て
承
知
で
、
寛
永
十
九
年
か
ら
翌
年
十
一
月
に
か
け
て
行
わ
れ

た
、
明
正
天
皇
か
ら
後
光
明
天
皇
へ
の
代
替
わ
り
儀
式
を
、「
寛
永
記
」
お
よ
び
『
公

卿
補
任
』
や
柳
原
紀
光
編
『
続
史
愚
抄
』
を
も
と
に
日
付
順
で
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
な

お
「
寛
永
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
の
名
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
。

寛
永
十
九
年

十
二
月
十
五
日　

こ
の
日
紹
仁
親
王（
十
歳
）、
親
王
宣
下
あ
り
。

の
ち
に
後
光
明
天
皇
と
な
る
紹
仁
親
王
が
数
え
十
歳
と
な
り
、
一
方

明
正
天
皇
は
即
位
後
十
年
以
上
経
た
た
め
、
後
水
尾
上
皇
は
紹
仁
親

王
へ
の
皇
位
継
承
を
考
え
、
ま
ず
親
王
宣
下
を
行
い
、
儲
君
と
な
る

た
め
の
資
格
を
整
え
た
。

寛
永
二
十
年

九
月
十
八
日　
　

明
正
天
皇
が
譲
位
後
に
住
む
仙
洞
御
所
を
新
築
し
、
こ
の
日
安
鎮
法

が
行
わ
れ
た
。

九
月
二
十
七
日　

こ
の
日
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
親
王
に
冠
を
か
ぶ
せ

る
加
冠
は
摂
政
二
条
康
道
が
務
め
た
。『
続
史
愚
抄
』
に
は
「
次
第

摂
政
康
道
作
進
。
仮
名
次
第
上
皇
御
製
云
」
と
あ
る
。

九
月
二
十
九
日　

紹
仁
親
王
、
元
服
後
初
め
て
参
内
し
た
。

十
月
三
日　
　
　

明
正
天
皇
、
譲
位
の
儀
式
を
行
っ
た
。
当
日
紹
仁
親
王
は
早
朝
、
居

所
の
東
福
門
院
の
女
院
御
所
を
出
て
参
内
し
た
。
御
所
で
は
当
日
早

朝
よ
り
固
関
の
儀
が
行
わ
れ
、
蔵
人
が
天
皇
が
譲
位
の
儀
を
行
う
旨

を
大
臣
に
告
げ
、
大
臣
は
内
記
に
譲
位
の
宣
命
の
起
草
を
命
じ
た
。

作
成
さ
れ
た
宣
命
は
天
皇
の
奏
聞
を
経
た
の
ち
、
承
明
門
が
開
か
れ

紫
宸
殿
前
庭
に
公
卿
が
列
な
り
、
譲
位
の
式
が
始
ま
り
、
宣
命
使
が

宣
命
を
読
み
上
げ
た
。
式
の
終
了
後
、
明
正
上
皇
は
父
・
後
水
尾
上

皇
の
仙
洞
御
所
に
移
り
、
御
所
に
剣
璽
渡
御
が
行
わ
れ
た
。
新
天
皇

の
後
光
明
天
皇
が
清
凉
殿
の
昼
御
座
に
出
御
し
、
摂
政
二
条
康
道
を

召
し
て
引
き
続
い
て
摂
政
を
務
め
る
こ
と
、
先
帝
か
ら
昇
殿
・
勅
授

帯
剣
・
牛
車
勅
許
を
得
て
い
た
公
卿
に
は
引
き
続
き
認
め
る
旨
を
宣

し
て
入
御
。
新
天
皇
は
再
度
昼
御
座
に
出
御
し
、
官
方
・
蔵
人
・
政

所
か
ら
の
吉
書
が
奏
聞
さ
れ
、
最
後
に
内
侍
所
に
神
饌
が
供
え
ら
れ

て
こ
の
日
の
行
事
が
終
了
し
た
。

十
月
十
二
日　
　

明
正
上
皇
に
「
太
上
天
皇
」
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。
式
次
第
は
摂
政

康
道
が
作
成
し
た
。
ま
た
こ
の
日
、
摂
政
康
道
の
直
廬
に
お
い
て
礼

服
御
覧
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

十
月
十
八
日　
　

こ
の
日
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
、
新
天
皇
の
即
位
を
告
げ
る

「
由
奉
幣
」
の
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
た
。

十
月
十
九
日　
　

左
大
臣
九
条
道
房
、
即
位
式
次
第
を
新
た
に
作
り
献
上
し
た
。

十
月
二
十
日　
　

即
位
式
の
習
礼（
予
行
演
習
）が
行
わ
れ
た
。

十
月
二
十
一
日　

紫
宸
殿
で
即
位
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
当
日
早
朝
に
天
皇
は
身
を
清

（
9
）
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三

め
、
大
臣
は
内
記
に
宣
命
の
起
草
を
命
じ
、
完
成
し
た
宣
命
は
天
皇

の
奏
聞
を
経
て
宣
命
使
に
与
え
ら
れ
た
。
左
右
の
近
衛
・
兵
衛
・
衛

門
が
紫
宸
殿
前
の
南
庭
の
所
定
の
座
に
着
き
、
主
殿
と
図
書
の
官
人

が
礼
服
を
着
け
て
南
庭
の
座
に
着
く
。
儀
式
を
指
揮
す
る
内
弁（
左

大
臣
九
条
道
房
）が
合
図
の
鼓
を
打
た
せ
る
と
門
が
開
か
れ
、
紫
宸
殿

上
に
公
卿
や
女
官
が
座
に
着
き
、
天
皇
が
礼
服
を
着
け
て
手
を
清
め

た
。
天
皇
が
紫
宸
殿
の
高
御
座
に
着
き
、
摂
政
の
献
じ
る
笏
を
取
っ

て
座
を
立
つ
と
庭
に
置
か
れ
た
鉦
が
鳴
ら
さ
れ
、
高
御
座
の
前
に
立

つ
女
官
が
左
右
に
分
か
れ
、
天
皇
が
姿
を
現
わ
し
、
式
部
が
面
伏
を

唱
え
、
参
列
の
諸
臣
が
身
を
屈
し
て
拝
礼
す
る
。
主
殿
と
図
書
が
香

を
焚
き
、
武
官
が
旗
を
振
り
万
歳
を
唱
え
、
宣
命
使
が
宣
命
を
二
回

読
み
上
げ
、
諸
臣
が
二
度
拝
礼
す
る
。
鉦
が
鳴
ら
さ
れ
て
帳
が
閉
じ

ら
れ
天
皇
が
紫
宸
殿
か
ら
退
出
し
、
再
び
鼓
が
鳴
ら
さ
れ
て
諸
臣
が

退
出
し
て
式
が
終
了
し
た
。
こ
の
日
式
に
先
立
っ
て
摂
政
康
道
が
天

皇
に
、「
即
位
灌
頂
」
を
伝
授
し
た
。
こ
の
日
幕
府
か
ら
は
将
軍
の

使
者
と
し
て
酒
井
忠
勝
と
松
平
信
綱
お
よ
び
京
都
所
司
代
の
板
倉
重

宗
が
参
内
し
、
紫
宸
殿
の
前
庭
で
式
の
模
様
を
見
物
し
た
。

十
一
月
十
九
日　

こ
の
日
か
ら
三
日
間
内
侍
所
で
御
神
楽
が
催
さ
れ
た
。

こ
こ
で
も
寛
文
二
年
九
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
後
西
天
皇
の
譲
位
か
ら

霊
元
天
皇
の
即
位
ま
で
の
、
一
連
の
動
き
を
後
光
明
天
皇
の
例
と
同
様
に
「
寛
文
記
」

や
『
公
卿
補
任
』
や
『
続
史
愚
抄
』
な
ど
と
と
も
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
な
お
「
寛
文

記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
。

寛
文
二
年

九
月
十
八
日　
　

幕
府
よ
り
高
家
の
吉
良
義
弥
、
女
院（
東
福
門
院
）御
所
に
参
内
し
て

後
西
天
皇
の
譲
位
を
進
言
し
た
。

後
西
天
皇
は
、
兄
・
後
光
明
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
急
遽
皇
位
を
継

い
だ
が
、
叔
父
の
好
仁
親
王（
後
陽
成
天
皇
の
皇
子
で
、
後
水
尾
天
皇
の

弟
）の
跡
を
継
い
で
高
松
宮
二
代
と
な
っ
て
お
り
、
皇
位
継
承
候
補

と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
後
光
明
天
皇
崩
御
の
同
年
に
誕
生

し
た
高
貴
宮
識
仁
親
王
が
後
水
尾
法
皇
の
意
向
で
皇
位
継
承
候
補
者

と
な
り
、
後
西
天
皇
は
高
貴
宮
識
仁
親
王
が
成
長
す
る
ま
で
の
中
継

ぎ
と
し
、
識
仁
親
王
が
九
歳
と
な
っ
た
た
め
、
後
西
天
皇
が
譲
位
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

十
二
月
十
一
日　

皇
嗣
識
仁
親
王
の
元
服
の
儀
。
加
冠
は
康
道
の
子
息
で
あ
る
関
白
光

平
が
務
め
た
。

寛
文
三
年

正
月
十
二
日　
　

譲
位
の
儀
式
の
習
礼
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
一
日　

皇
嗣
識
仁
親
王
、
新
造
内
裏
に
入
っ
た
。

　
　

二
十
四
日　

後
西
天
皇
、
譲
位
の
儀
式
の
日
取
り
を
決
定
し
た
。
上
卿
は
左
大
臣

鷹
司
房
輔
が
務
め
た（
上
卿
と
は
公
卿
が
関
わ
る
組
織
や
儀
式
・
政
務
・

公
事
な
ど
の
各
種
行
事
に
お
け
る
役
目
の
中
の
筆
頭
の
者
を
指
す
。
上
卿
の

任
用
資
格
者
で
あ
る
公
卿
を
指
す
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
）。

こ
の
日
、
警
護
・
固
関
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
六
日　

後
西
天
皇
、仮
内
裏（
近
衛
基
熈
邸
）に
お
い
て
譲
位
の
儀
を
行
っ
た
。

上
卿
は
左
大
臣
鷹
司
房
輔
。
同
日
、
仮
内
裏
か
ら
新
造
内
裏
へ
剣
璽

渡
御
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

（
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）
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一
六
四

二
月
三
日　
　
　

後
西
上
皇
に
「
太
上
天
皇
」
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
。

二
月
二
十
一
日　

こ
の
日
か
ら
三
日
間
、
内
侍
所
御
神
楽
が
催
さ
れ
た
。

四
月
十
三
日　
　

摂
政
光
平
の
直
廬
の
あ
る
小
御
所
に
お
い
て
礼
服
御
覧
の
儀
が
行
わ

れ
た
。

　
　

二
十
二
日　

霊
元
天
皇
の
即
位
を
告
げ
る
「
由
奉
幣
」
の
勅
使
を
神
宮
に
遣
わ
す

儀
式
が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
三
日　

即
位
式
の
習
礼（
予
行
練
習
）が
行
わ
れ
た
。

　
　

二
十
五
日　

左
大
臣
鷹
司
房
輔
、
即
位
式
次
第
を
新
た
に
作
り
献
上
し
た
。

　
　

二
十
七
日　

紫
宸
殿
で
即
位
の
儀
。
上
卿
は
鷹
司
房
輔
が
務
め
た
。
こ
の
日
即
位

式
に
先
立
っ
て
摂
政
光
平
、
天
皇
に
「
即
位
灌
頂
」
を
伝
授
し
た
。

幕
府
か
ら
は
松
平
直
政
と
高
家
の
大
沢
基
将
が
参
内
し
、
式
の
模
様

を
見
物
し
た
。

以
上
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
践
祚
の
概
略
を
、
日
付
順
に
追
っ
て
み
た
。
以

下
、
本
書
が
収
録
す
る
儀
式
の
本
文
を
抽
出
し
て
見
て
い
こ
う
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
目
次
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
儀
式
の
名

称
や
次
第
・
行
列
・
式
場
の
指
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
儀
式
の
式
次
第

の
一
例
を
次
に
掲
げ
る
。
以
下
、
引
用
文
は
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で

書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
。

「
寛
永
記 

甲
」
の
冒
頭
に
収
録
す
る
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
は
後
水
尾
上
皇
が
和
文

で
式
次
第
を
作
成
し
、「
こ
の
文
章
通
り
に
真
名（
漢
文
）に
直
し
て
提
出
す
る
よ
う
に
」

と
の
下
命
を
受
け
て
摂
政
の
康
道
が
式
次
第
を
作
っ
た
と
「
寛
永
記 

甲
」
冒
頭
の
「
寛

永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
紹
仁
親
王
が
皇
位
継
承
予
定

者
で
あ
る
儲
君
で
あ
り
、
そ
の
元
服
の
式
次
第
を
自
ら
作
成
し
た
こ
と
か
ら
、
上
皇
の

喜
び
と
親
王
へ
の
期
待
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。
上
皇
が
自
ら
式
次
第
作
成
に
あ
た
っ

た
こ
と
は
例
が
少
な
く
、
こ
の
当
時
か
ら
注
目
さ
れ
た
。

「
寛
永
記 

甲
」
の
「
寛
永
廿
年
九
月
親
王
御
元
服
之
次
第
」
の
掲
載
順
に
従
い
、
ま

ず
康
道
が
作
成
し
た
、
漢
文
の
「
親
王
御
元
服
次
第
」
を
掲
げ
る
。
着
座
し
た
紹
仁
親

王
が
童
形
の
髪
型
か
ら
成
人
の
髪
型
で
あ
る
髻
を
結
い
、
加
冠
が
冠
を
被
せ
、
親
王
が

退
出
す
る
ま
で
の
次
第
で
あ
る
。

　
　

親
王
御
元
服
次
第

御
殿
御
装
束
簾
中
、
其
儀
見
指
圖

刻
限
親
王
於
本
所〈
南
御
所
〉令
著
童
御
装
束
給
、
二
藍
御
直
衣〈
紋
三
重
た
す
き
〉

紅
引
倍
幾
御
衣〈
文
菊
立
涌
〉、
同
御
単〈
紋
菱
〉、
紫
指
貫〈
浮
線
綾
紋
亀
甲
腹

白
〉

次
親
王
令
著
御
休
所
給
扶
持
公
卿
等
相
従

次
親
王
令
出
簾
中
給
、
扶
持
人
參
、
御
休
所
方
内
々
褰
御
簾
、
先
是
加
冠
人
參
入

候
上
達
部
座
、
諸
卿
同
着
座

次
奉
行
人
告
御
出
由
於
加
冠
人

次
加
冠
人
參
入
着
座
、
此
間
置
理
髪
調
度

其
儀
殿
上
四
位
入
御
休
所
取
御
冠
経
北
庇
折
南
経
公
卿
座
後
出
南
面
妻
戸
入
自

同
東
一
間
置
御
座
右
方〈
御
冠
向
外
方
〉

次
同
四
位
一
人
取
櫛
巾
置
中
央〈
御
座
与
理
髪
円
座
間
〉

次
加
冠
令
奉
行
人
召
理
髪
人

次
理
髪
人
參
進
候
南
簀
子
、
依
加
冠
氣
色
進
著
御
前
円
座〈
但
押
遣
円
座
於
右
方

不
敷
〉

次
理
髪
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一
六
五

其
儀
先
以
左
手
取
御
冠
抜
巾
子
如
元
置
之
次
開
櫛
巾
取
出
本
絃〈
三
筋
〉

次
解
御
直
衣
紐
奉
令
御
手
於
板
敷〈
左
右
御
膝
被
〉、
取
解
櫛
梳
御
髪
以
長
元
絃

纏御
本
取
以
髪
掻
分
其
末
以
短
本
絃
結
之〈
先
右
次
左
〉次
以
髪
一
枚〈
折
中
〉巻
之

以
紙
捻
結
紙
上〈
片
鎰
鎰
方
向
内
先
左
次
右
〉次
取
笋
「
切
之〈
先
左
次
右
取
御

髪
与
御
本
取
於
左
手
切
之
〉

〈
短
木
縒
与
紙
間
也
〉御
髪
末
蜜
々
自
袖
下
入
櫛
巾
次
取
以
左
御
手
奉
令
押
之
次

押
合
櫛
巾
置

髪
掻
并
鬢
櫛
於
櫛
巾
上
次
如
元
引
直
円
座
暫
退
候
簀
子

次
加
冠
人
着
円
座〈
理
髪
座
〉入
低
額
畢
復
座〈
先
左
次
右
次
御
後
〉畢
収
紐
整
御
調

度
等
退

次
親
王
令
帰
入
御
休
所
給
扶
持
人
褰
御
簾
如
初

（
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で
書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
。
以
下
同
）

次
に
上
皇
が
作
成
し
た
式
次
第
を
掲
げ
る
。

寛
永
廿
年
九
月
廿
七
日
今
日　

親
王
の
御
方
御
け
む
ふ
く
也
、
院
中
に
て
其
儀
あ

り
、
御
殿
の
御
装
束
ハ
さ
し
つ
に
く
ハ
し
く
み
え
た
り
、
刻
限
南
の
御
所
に
て
御

童
装
束
を
め
す
、
藤
大
納
言
な
か
慶
卿
奉
仕
す
、
御
ま
へ
装
束
永
ま
さ
の
朝
臣
こ

れ
を
つ
と
む
、
先
御
単〈
紅
御
紋
菱
〉、
次
御
引
倍
幾〈
紅
御
紋
菊
立
涌
〉、
次
御
直

衣〈
二
藍
御
紋
三
重
た
す
き
〉、
御
さ
し
ぬ
き〈
紫
御
紋
亀
甲
浮
線
綾
腹
白
〉、
御
こ

し
を
と
き
か
け
ま
つ
る
、
御
座
さ
た
ま
り
て
後
、
や
す
ひ
ろ
の
朝
臣
御
身
か
た
め

に
参
る
、
事
お
は
り
て
し
り
そ
く
、
次
親
王
の
御
方
の
上
臈
、
御
さ
か
つ
き
を
も

て
ま
い
ら
る
、
一
献
の
後
す
へ
る
、
次
院
の
御
前〈
小
御
所
〉へ
ま
い
ら
し
め
給
て

御
退
出
、
嗣
孝
朝
臣
御
け
ん
を
持
、
家
司
・
軄
事
等
其
外
内
々
伺
候
の
と
も
か
ら

し
た
か
ひ
奉
る
、
中
納
言
ハ
ふ
ち
の
公
卿
な
れ
ハ
、
も
と
よ
り
近
所
に
候
し
て
南

の
御
所
の
北
よ
り
廊
を
面
さ
ま
に
ゆ
か
し
め
給
ひ
、
南
に
お
れ
て
ひ
ろ
御
所
の
北

の
す
の
こ
を
経
て
御
休
所
に
い
ら
し
め
給
、
御
休
所
の
御
座〈
東
面
〉に
つ
か
し
め

給
、
あ
ら
か
し
め
御
座
の
北
の
御
屏
風
に
す
へ
て
二
階
一
脚
を
た
て
、
上
階
に
御

冠
を
置〈
面
〉、
柳
筥
に
も
る
、
次
泔
坏
ふ
た
并
臺
を
撤
し
て
水
を
い
れ
、
お
な
し

く
柳
筥
に
も
り
と
て
置〈
東
〉、
中
階
に
櫛
巾
う
ち
乱
の
は
こ
の
ふ
た
に
も
り
て
を

く
、
扶
持
公
卿
中
院
中
納
言
す
ゝ
み
よ
り
て
御
簾
を
か
ゝ
く
、
親
王
出
御
、
こ
れ

よ
り
さ
き
摂
政
・
三
条
大
納
言
・
左
大
弁
の
宰
相
等
公
卿
の
座
に
つ
く
、
蔵
人
頭

左
中
弁
弘
資
朝
臣
、
加
冠
の
人
に
氣
色
す
、
摂
政
起
座
、
南
の
す
の
こ
を
経
て
東

第
一
間
を
入
て
着
座
、
次
雑
具
を
ゝ
く
、
有
純
朝
臣
御
休
所
に
入
て
御
冠
を
と
り

て
本
路
を
出
、
南
に
折
、
公
卿
座
の
う
し
ろ
を
経
て
南
面
の
妻
戸
を
出
、
お
な
し

き
東
の
一
間
よ
り
入
て
御
座
の
右
の
方
に
置〈
御
冠
外
方
ニ
向
か
ふ
〉、
次
嗣
孝
朝

臣
泔
坏
を
と
り
て
御
座
の
左
方
に
を
く
、
次
為
庸
朝
臣
櫛
巾
を
と
り
て
中
央〈
御

座
と
理
髪
の
円
座
と
の
間
〉に
置
、
弘
資
朝
臣
加
冠
の
眼
路
に
候
す
、
加
冠
氣
色
、

弘
資
朝
臣
理
髪
の
人〈
蔵
人
頭
右
大
弁
綏
光
朝
臣
〉を
召
、
理
髪
の
人
参
進
、
南
の

簀
子
に
候
す
、
加
冠
の
人
氣
色
に
仍
て
ひ
か
し
の
一
間
を
入
て
す
ゝ
み
よ
り
、
円

座
を
右
の
方
に
推
よ
せ〈
こ
れ
を
よ
す
〉安
座
し
て
裾
ヲ
直
し
左
手
に
御
冠
を
取
て

一
見
の
後
巾
子
を
抜
、
本
の
こ
と
く
是
を
置
、
御
冠
・
泔
器
等
を
お
し
な
を
し
櫛

巾
を
開
き
髻
三
筋
を
調
へ
置
、
次　

親
王
の
御
ひ
も
を
ぬ
き
、
御
手
を
板
敷
に
つ

か
し
め
奉
る〈
左
右
の
御
膝
の
と
を
り
〉、
御
髪
を
か
へ
し
御
解
櫛
を
と
り
け
つ
り

長
本
結
を
取
中
な
と
を
取
む
す
ひ
て
御
本
と
り
を
ま
き
、
是
を
と
め
て
御
髪
掻
を

と
り
、
御
本
と
り
の
す
ゑ
を
わ
か
け
短
本
ゆ
ひ
を
取
て
ゆ
ふ〈
先
御
右
次
御
左
〉、

次
紙
一
牧
を〈
中
ヲ
折
也
〉と
り
、
立
さ
ま
に
捲
て
、
紙
捻
に
て
紙
の
上
を
ゆ
ふ〈
か



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
六
六

た
か
ぎ
の
方
を
内
に
む
か
ふ
や
う
に
こ
れ
を
ゆ
ふ
、
先
御
左
、
御
右
〉、
次
笋
「

を
取
、
御
髪
を
御
本
鳥
と
を
左
手
に
取
か
へ
是
を
き
る〈
短
髪
下
髪
髪
ト
ノ
間
先

御
左
、
次
御
右
〉、
御
髪
の
末
蜜
々
に
袖
の
下
よ
り
櫛
巾
に
入
畢
ぬ
、
次
左
右
の

短
き
本
ゆ
ひ
を
取
て
同
櫛
巾
に
入
、
次
巾
子
を
取
て
御
本
取
を
入
、
御
手
を
以
て

お
さ
し
め
奉
る
、
落
抜
し
め
さ
ら
む
か
た
め
也
、
次
櫛
巾
押
合
か
う
か
い
并
鬢
櫛

を
櫛
巾
の
上
に
置
、
も
と
の
こ
と
く
円
座
を
引
な
を
し
暫
退
下
、
簀
子
に
候
す
、

次
摂
政
起
座
、
円
座
に
移
り
着
、
礒
額
を
入
く
わ
へ
て
復
座
、
次
理
髪
の
人
又
進

〈
円
座
義
如
元
〉、
髪
掻
を
と
り
御

を
入〈
先
御
左
、
次
右
以
御
後
其
由
斗
也
〉御

紐
を
さ
し
櫛
巾
を
如
元
調
置
退
下
、
次
扶
持
公
卿
御
簾
を
か
ゝ
く
、
親
王
御
方
御

休
所
に
帰
入
し
め
給
、

和
文
の
式
次
第
に
は
、
親
王
の
童
形
装
束
を
着
せ
た
の
が
高
倉
永
慶
と
永
将
父
子
で

あ
る
こ
と
を
は
じ
め
、
儀
式
の
配
役
の
人
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
康
道
作
成
の
漢

文
の
式
次
第
で
は
人
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
土
御
門
泰
広
が
身み

が
た
め固
の
儀
式
を
務

め
た
こ
と
を
は
じ
め
、
漢
文
の
式
次
第
は
和
文
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
省
略
が
見
ら
れ

る
。
本
書
が
漢
文
の
式
次
第
の
作
成
に
あ
た
っ
て
準
拠
し
た
和
文
の
式
次
第
を
収
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
略
な
漢
文
の
式
次
第
を
補
完
し
、
本
書
を
利
用
す
る
者
が
よ
り
詳

細
に
儀
式
の
細
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
寛
文
記
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
識
仁
親
王
の
元
服
は
関
白
二
条
光
平
が
加
冠
を
務
め
、
理
髪
は
桂
昭
房
、
奉

行
は
葉
室
頼
房
が
務
め
た
。
こ
の
時
の
式
次
第
は
光
平
の
起
草
に
か
か
る
が
、
式
次
第

の
内
容
は
基
本
的
に
は
紹
仁
親
王
の
時
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
割
愛
す
る
。

同
じ
儀
式
の
次
第
を
漢
文
・
和
文
の
二
通
り
の
表
記
で
掲
げ
た
の
は
異
例
で
、
こ
の

紹
仁
親
王
元
服
時
の
み
の
特
徴
で
あ
る
。「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る

儀
式
の
式
次
第
の
多
く
は
漢
文
の
み
、
も
し
く
は
和
文
の
み
の
表
記
で
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
儀
式
の
式
次
第
に
つ
い
て
触
れ
て

い
く
に
は
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
続
く
第
二
章
に
て
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。

二　

本
書
の
特
徴

本
章
で
は
、
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

収
録
文
書
に
つ
い
て

こ
の
「
寛
永
記
」
と
「
寛
文
記
」
に
は
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
皇
位
継
承
儀

式
の
中
で
作
成
さ
れ
た
文
書
類
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
行
事
の
開
催
日
時
を
決
定
す
る

た
め
陰
陽
寮
が
提
出
し
た
日
時
勘
文
や
、
例
え
ば
「
寛
永
記
」
乙
巻
に
収
録
す
る
御
譲

位
散
状
・
勅
符
・
太
政
官
符
・
官
方
吉
書
・
政
所
吉
書
・
宣
命
・
内
舎
人
差
文
な
ど
で

あ
る
。

「
寛
永
記
」
甲
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
紹
仁
親
王
の
元
服
の
儀
式
の
日
時
を
撰
ん

で
陰
陽
寮
が
提
出
し
た
日
時
勘
文
を
一
例
と
し
て
次
に
挙
げ
る
。

擇
申
御
元
服　
　
　
　
　
　
　

日
時

　

九
月
廿
七
日　

戊
午　
　
　

時
午

　
　

同
廿
八
日　

己
未　
　
　

時
午

寛
永
廿
年
九
月
八
日　

従
五
位
下
賀
茂
朝
臣
有
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
頭
賀
茂
朝
臣
友
景

「
寛
永
記
」
乙
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
伊
勢
国
司
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
太
政
官
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六
七

符
を
次
に
挙
げ
る
。

太
政
官
府　

伊
勢
国
司

使
散
位
正
五
位
下
大
石
宿
祢
正
弘

　

内
舎
人
正
六
位
上
和
気
朝
臣
長
次

齎　
　

勅
符　
　

壱
通

　

驛
鈴　
　

弐
口〈
壱
口
伍
刻
・
壱
口
参
刻
〉

　

近
衛
弐
人　
　

従
各
壱
人

右
為
国
守
彼
国
差
件
等
人
給
契
發
遣
国

宜
承
知
准
関
開
使
依
例
施
行
府
到
奉
行

正
四
位
上
行
左
中
弁
藤
原
朝
臣　

従
四
位
上
行
主
殿
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
佐
太
夫
小
槻
宿
祢
奉

　

寛
永
廿
年
十
月
三
日

日
時
勘
文
は
儀
式
を
行
う
吉
日
を
撰
ん
で
作
成
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
時
代
の
朝
廷
に

あ
っ
て
も
効
力
を
有
し
た
文
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
固
関
の
儀
式
の
為
に
作
成
さ
れ
た

太
政
官
符
は
、
逢
坂
・
鈴
鹿
・
不
破
の
関
の
あ
る
近
江
・
伊
勢
・
美
濃
の
国
司
に
宛
て

た
命
令
書
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
に
は
す
で
に
関
の
機
能
が
形
骸
化
し
、
ま
た
関

の
あ
る
各
国
の
役
所
で
あ
る
官
衙
の
制
度
も
失
わ
れ
て
い
た
た
め
、
効
力
を
全
く
持
た

な
い
行
政
文
書
で
あ
っ
た
。
固
関
の
儀
式
は
、
国
家
の
非
常
時
に
太
政
官
の
使
者
が
こ

の
書
状（
勅
符
）と
と
も
に
駅
鈴
二
口
を
携
え
て
関
の
所
在
地
の
国
府
に
赴
く
た
め
、
譲

位
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
こ
の
太
政
官
符
が
準
備
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
譲
位
の
式
の
中
で
奉
読
さ
れ
た
宣
命
は
、
天
皇
が
譲
位
の
理
由
を
形
式

的
な
が
ら
も
示
し
た
一
文
で
あ
る
。
ま
ず
譲
位
式
の
担
当
閣
僚
と
い
う
べ
き
上
卿
が
大

内
記
に
宣
命
の
作
文
を
命
じ
、
大
内
記
の
起
草
し
た
宣
命
の
草
稿
を
受
け
取
っ
た
上
卿

が
蔵
人
頭
を
通
じ
て
天
皇
の
御
覧
に
入
れ
、
蔵
人
頭
か
ら
返
却
さ
れ
た
草
稿
を
上
卿
が

大
内
記
に
清
書
を
命
じ
、
譲
位
の
式
で
音
読
さ
れ
た
。
次
の
文
章
は
明
正
天
皇
の
譲
位

の
宣
命（「
寛
永
記
」
乙
巻
収
録
）で
、「
寛
文
記
」
収
録
の
後
西
天
皇
の
譲
位
の
宣
命
も
ほ

ぼ
同
一
の
文
章
で
あ
る
。

現
神
と
大
八
洲
の
国
知
ろ
し
め
す
倭
根
子
天
皇
が
詔
旨
ら
ま
と
勅
命
を
、
親
王
諸

王
諸
臣
百
官
人
等
天
下
公
民
衆
聞
し
食
せ
と
宣
ふ
。
朕
薄
徳
を
以
て
天
つ
日
嗣
を
承

ぎ
傳
へ
賜
へ
る
事
漸
く
年
序
を
送
れ
り
。
愚
昧
の
身
は
此
の
位
に
堪
ふ
可
か
ら
ず
と

歎
き
畏
み
賜
ひ
て
、
今
皇
位
を
避
け
賜
ひ
な
む
と
念
ほ
し
行
て
な
む
。
法
の
随
に
有

る
べ
き
政
と
為
て
紹
仁
親
王
を
皇
太
子
と
定
め
賜
ひ
て
此
の
天
つ
日
嗣
を
授
け
賜

ふ
。
衆
諸
此
の
状
を
悟
り
て
清
直
の
心
を
持
て
皇
太
子
を
輔
け
導
き
仕
へ
奉
り
て
、

天
が
下
を
平
ら
け
く
有
ら
し
め
よ
。
但
し
摂
政
藤
原
朝
臣
は
朝
の
重
臣
な
り
。
其
の

誠
心
を
見
る
に
幼
主
を
寄
託
し
つ
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
皇
太
子
の
未
だ
万
機
の
政
を

親
ざ
る
間
幼
主
を
保
輔
け
て
政
事
を
執
り
行
ひ
せ
む
こ
と
、
一
に
忠
仁
公
の
故
事
の

如
く
せ
よ
。
天
が
下
を
も
教
へ
訓
し
直
し
て
各
已
が
祖
の
門
を
滅
ぼ
さ
す
、
弥
高
に

仕
へ
奉
り
継
が
む
と
欲
し
思
ひ
慎
み
て
弐
心
無
く
し
て
仕
へ
奉
る
べ
し
と
詔
を
、
天

皇
が
勅
命
を
衆
聞
こ
し
食
せ
と
宣
ふ
。

　
　
　

寛
永
廿
年
十
月
三
日

（
な
お
引
用
に
あ
た
り
、
万
葉
仮
名
の
表
記
は
平
仮
名
に
改
め
、
漢
文
表
記
を
一
部
書

き
下
し
た
）

ル
ビ〈
読
み
仮
名
〉に
つ
い
て

本
書
の
中
で
、
人
名
や
調
度
・
装
束
や
行
事
名
な
ど
に
ル
ビ（
読
み
仮
名
）が
振
ら
れ
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一
六
八

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
本
書
の
資
料

的
価
値
を
高
め
て
い
る
。
こ
と
に
濁

点
を
入
れ
て
筆
記
し
て
い
る
箇
所

は
、
実
際
の
発
音
を
伝
え
て
貴
重
で

あ
る
。
た
だ
し
清
音
で
表
記
さ
れ
て

い
て
も
、
濁
音
で
音
読
す
る
の
が
自

明
な
場
合
、
濁
音
は
省
略
さ
れ
て
い

る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

本
書
の
よ
う
な
有
職
故
実
に
か
か

わ
る
書
物
に
は
、
通
常
の
漢
字
の
音

訓
と
は
異
な
る
「
有
職
読
み
」
を
す

る
単
語
が
多
い
。
ル
ビ
の
あ
る
場
合
は
、
実
際
の
発
音
に
従
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
言

語
学
的
な
価
値
が
高
い
。

ま
ず
人
名
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
本
書
が
備
忘
の
た
め
の
記
録
で
あ
る
場
合
、
人
名

に
ル
ビ
が
必
要
で
あ
る
が
、
文
中
登
場
す
る
人
名
す
べ
て
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
振
ら
れ
て
い
る
人
名
は
ま
ば
ら
で
、
無
作
為
に
選
ば
れ
て
振
ら
れ
て
い

る
印
象
が
あ
る
。
人
名
の
諱（
名
前
）の
場
合
、
後
世
に
な
る
ほ
ど
、
特
定
の
字（
通
り
字
）

に
付
け
る
漢
字
の
選
択
が
狭
ま
り
、
そ
の
結
果
変
わ
っ
た
読
み
方
を
す
る
場
合
が
あ
っ

た
。

人
名
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
の
例（「
寛
永
記 

甲
」
よ
り
）

近
衛
左
府
尚（
ヒ
サ
）嗣　

藤
大
納
言
な
か
慶（
ヨ
シ
）

佐
伯
職
行（
サ
エ
キ
モ
ト
ユ
キ
）　

宗
岡
生
時（
ム
ネ
オ
カ
ナ
リ
ト
キ
）

平
朝
臣
時
安（
ト
キ
ヤ
ス
）　

藤
原
朝
臣
長
條（
ナ
カ
エ
タ
）

和
気
朝
臣
吉
久（
ヨ
シ
ヒ
サ
）　

豊
原
朝
臣
正
秋（
マ
サ
ア
キ
）

ル
ビ
が
振
ら
れ
る
人
名
の
「
法
則
性
」
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
諱
に
は
ル
ビ
が
振
ら

れ
る
場
合
が
多
い
。「
近
衛
左
府
尚
嗣
」
の
「
尚
」
は
本
文
に
あ
る
通
り
「
ヒ
サ
」
の

ほ
か
「
ナ
ヲ
」
と
読
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
正
確
を
期
し
て
振
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
康
道
に
と
っ
て
、
左
大
臣
近
衛
尚
嗣（
一
六
二
二
〜
五
三
）は
熟
知
の
間

柄
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日
頃
諱
で
呼
び
か
け
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
地
下
官
人
の
家
で
あ
る
佐
伯
や
宗
岡
の
よ
う
な
名
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
よ

う
な
例
外
も
見
ら
れ
る
。

単
語
に
付
け
ら
れ
た
ル
ビ
の
例（「
寛
永
記 

甲
」
よ
り
）

引
倍
幾（
ヒ
ツ
ヘ
キ
）　

御
衣（
キ
ヨ
イ
）　

菊
立
涌（
キ
ク
タ
チ
ハ
キ
）

解
櫛（
ト
キ
ク
シ
）　

紙
捻（
カ
ウ
ヒ
ネ
リ
）　

片
鎰（
カ
タ
カ
キ
）

笋
「（
タ
カ
ウ
カ
タ
ナ
）　

磯
額（
イ
ソ
ヒ
タ
ヒ
）　

理（
ヲ
サ
ム
）

家
司（
ケ
イ
シ
）　

柳
筥（
ヤ
ナ
イ
ハ
）　

眼
路（
ガ
ン
ロ
）

行
啓（
ギ
ヤ
ウ
ゲ
イ
）　

御
最
花（
サ
バ
）　

作
進（
サ
ク
シ
ン
）

驛
鈴（
エ
キ
レ
イ
）　

身
分（
ミ
ブ
ン
）　

布
毯（
フ
タ
ン
）

釜
殿（
カ
マ
ド
ノ
）　

仕
人（
ツ
カ
ヒ
ヒ
ト
）　

大
殿
祭（
ヲ
ホ
ト
ノ
マ
ツ
リ
）

分
居（
ワ
カ
テ
イ
ル
）

単
語
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
は
、「
理（
ヲ
サ
ム
）」
や
「
分
居（
ワ
カ
テ
ヰ
ル
）」
の
よ
う
な

動
詞
に
も
見
ら
れ
る
が
、
官
職
名
や
儀
式
名
、
装
束
・
調
度
な
ど
の
名
称
に
多
い
。
宮

（
11
）

挿図9　「寛永記 乙」宣命
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一
六
九

殿
の
平
安
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
大
殿
祭
は
、
完
成
し
た
新
し
い
殿
舎
や
重
要
な
儀
式
や

祭
祀
を
行
う
御
殿
で
行
わ
れ
る
祭
祀（
神
道
儀
礼
）で
、「
お
ほ
ど
の
ほ
が
い
」「
お
ほ
と

の
ほ
が
い
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
文
で
は
「
ヲ
ホ
ト
ノ
マ
ツ
リ
」
と
ル
ビ

が
振
ら
れ
て
お
り
、
読
み
の
異
説
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
元
服
の
儀
で
は
冠
を
被

せ
る
の
に
、
童
形
の
髪
型
か
ら
髻
を
結
う
た
め
の
理
髪
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
髪
型
を
整

え
る
行
為
を
示
す
「
理
」
と
い
う
字
に
「
ヲ
サ
ム
」
と
記
し
て
い
る
。
理
髪
道
具
で
あ

る
解
櫛
・
紙
捻
・
片
鎰
・
笋
「
・
磯
額
や
柳
筥
に
も
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

元
服
の
儀
や
儀
式
に
用
い
る
道
具
は
、
公
卿
の
場
合
は
日
頃
よ
り
縁
の
あ
る
道
具
で
あ

り
、
こ
れ
ら
漢
字
が
難
読
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

指
図
に
つ
い
て

本
書
は
、
収
録
す
る
儀
式
次
第
と
と
も
に
指
図（
式
場
見
取
図
）が
添
え
ら
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。「
寛
永
記
」
に
は
八
図
、「
寛
文
記
」
に
は
七
図
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
文
字
に
よ
る
儀
式
次
第
だ
け
で
は
、
儀
式
に
お
け
る
人
々
の
具
体
的
な
動
き
を
伝

え
る
に
は
限
度
が
あ
る
た
め
、
全
て
の
儀
式
書
に
指
図
が
入
る
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、
指
図
が
入
る
例
が
多
い
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、「
寛
永
記
」
に
収
録
さ
れ
る
譲
位
の
式
場
図
の
場
合
、
式
場
と

な
っ
た
紫
宸
殿
と
前
庭
が
書
か
れ
、
前
庭
に
は
必
要
な
調
度
の
位
置
が
示
さ
れ
、
参
加

す
る
公
卿
や
官
人
の
動
き
を
示
す
墨
線
や
朱
線
が
書
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
進
行
途

中
に
揖ゆ

う（
お
じ
ぎ
）を
す
る
場
所
や
進
行
方
向
を
変
え
る
「
曲
」
と
い
う
指
示
が
書
か
れ

て
お
り
、
儀
式
の
配
役
の
よ
り
具
体
的
な
動
き
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
朝
廷
の
儀
式
書
の
一
般
的
な
成
り
立
ち
か
ら
述
べ
て
み

た
い
。

朝
廷
の
儀
式
は
、
当
初
か
ら
儀
式
書
と
し
て
作
ら
れ
た
い
わ
ば
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
の
ほ

か
、
将
来
同
様
の
儀
式
を
行
う
の
に

円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
儀
式
に
出

仕
し
た
公
卿
官
人
た
ち
が
備
忘
の
為

に
記
録
し
た
日
記
や
そ
の
他
の
記
録

類
を
集
め
て
参
考
に
資
さ
れ
た
。
一

口
に
朝
廷
の
儀
式
と
い
っ
て
も
、
即

位
や
大
嘗
会
の
よ
う
な
数
年
か
ら
数

十
年
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
臨
時
の
儀

式
の
ほ
か
、
正
月
元
日
の
四
方
拝
に

始
ま
る
年
中
行
事
の
よ
う
な
恒
例
儀

式
が
あ
る
。
特
に
臨
時
行
事
は
大
規

模
で
あ
り
、
数
年
か
ら
数
十
年
ご
と

に
巡
っ
て
く
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

本
と
し
て
の
儀
式
書
と
、
実
際
に
行
っ
た
記
録
備
忘
で
あ
る
日
記
や
諸
記
録
類
が
必
需

品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
口
に
儀
式
書
と
呼
ぶ
一
連
の
書
籍
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な

種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
行
事
儀
式
挙
行
の
た
め
に
作
ら
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
。
平
安
時
代
の
『
儀
式
』・

『
内
裏
儀
式
』
や
『
北
山
抄
』・『
江
家
次
第
』
な
ど
。
携
行
用
も
含
む
。

②
行
事
終
了
後
に
、
備
忘
の
た
め
に
整
理
し
て
作
ら
れ
た
記
録
。

③
内
容
の
精
粗
は
あ
る
が
、
行
事
の
概
要
を
記
し
た
解
説
書
。
平
安
時
代
の
『
本
朝

月
令
』、
後
醍
醐
天
皇
の
『
建
武
年
中
行
事
』
や
一
条
兼
良
の
『
公
事
根
源
』・『
御

代
始
抄
』、
後
水
尾
天
皇
の
『
当
時
年
中
行
事
』
が
代
表
例
で
あ
る
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
の
終
了
後
に
作
成
さ
れ
、
清
書
さ
れ

挿図10　「寛永記 乙」御譲位図
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一
七
〇

た
備
忘
の
た
め
の
②
と
い
え
よ
う
。

ま
た
儀
式
書
と
共
に
利
用
さ
れ
た
日
記
や
諸
記
録
に
は
、
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
っ

た
。Ａ

本
記　
　

日
記（
日
次
記
）そ
の
も
の
。

Ｂ
別
記　
　

特
定
の
行
事
を
詳
細
に
記
録
す
る
た
め
、
Ａ
と
は
別
に
記
し
た
行
事
記

録
。
Ａ
の
記
事
の
中
に
「
記
ハ
別
ニ
在
リ
」「
委
シ
ク
ハ
別
記
ニ
在
リ
」

な
ど
と
あ
る
場
合
は
、
Ａ
以
外
に
詳
細
に
記
し
た
Ｂ
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

Ｃ
部
類
記　

特
定
の
行
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
Ａ
や
Ｂ
の
ほ
か
、
過
去
の
記
録
か
ら
、

該
当
す
る
行
事
の
記
録
を
必
要
に
応
じ
て
抜
粋
・
集
成
し
た
一
書
。
手

際
よ
く
必
要
な
情
報
を
得
る
検
索
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。『
相
国
拝
賀

部
類
記
』『
年
中
諸
公
事
装
束
要
抄
』『
中
右
記
部
類
』『
東
宮
冠
礼
部

類
記
』
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

「
寛
永
記 

甲
」
冒
頭
に
は
、
康
道
が
後
水
尾
上
皇
の
意
を
受
け
て
行
事
項
目
を
書
き

上
げ
、
上
皇
に
提
出
し
た
次
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

寛
永
廿
九
十　

自　

仙
洞
為
御
使
阿
野
前
大
納
言
實
顕
・
清
閑
寺
前
大
納
言
共
房
・

飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
来
、
其
子
細
者
今
度
行
幸
・
劔
璽
渡
御
・
内
侍
所
渡
御
・
御

譲
位
・
御
即
位
等
之
条
々
可
有
之
間
、
如
左
書
付
可
申
付
仰
也

　
　
　

条
々
御
書
出
也

一　

九
月
廿
五
日　
　

行
幸　

奉
行　

供
奉
等
之
事

一　

劔
璽 

渡
御
事

　
　

同

一　

内
侍
所 

渡
御
事

　
　

同

一　

十
月
三
日　

御
譲
位

　
　

同
諸
役
之
事

　
　
　
　

陣
座
事　

上
卿
へ
可
申
事

一　

同
月
廿
一
日　
　

御
即
位

　
　
　
　

右
何
も
役
者
以
下
可
申
付
仰
也

　
　
　
　

又
親
王
御
元
服
事　

當
月
廿
七
日
可
有
之
也

御
元
服　

傳
奏　
　
　
　

清
閑
寺
前
大
納
言
共
房

　
　
　
　

奉
行　
　
　
　

日
野
頭
左
中
弁
弘
資
朝
臣

　
　
　
　

加
冠
人　
　
　

摂
政
予

　
　
　
　

理
髪
人　
　
　

廣
橋
頭
右
大
弁
綏
光
朝
臣

　
　
　
　

扶
持
公
卿　
　

中
院
中
納
言　

通
純

公
卿　
　
　
　

転
法
輪
三
条
大
納
言
實
秀
・
中
御
門
左
大
弁
宰
相
實
順

　

諸
役
殿
上
人　

千
種
宰
相
有
能
朝
臣
・
藪
中
将
嗣
孝
朝
臣
・
五
条
大
内

　
　
　
　
　
　
　

記
為
庸
朝
臣

　

陪
膳　
　
　
　

裏
辻
宰
相
中
将
基
福
朝
臣

　
　
　
　

役
走　
　
　
　

同
諸
役
殿
上
人

十
一
日　

阿
野
前
大
納
言
實
顕
・
飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
、
自
仙
洞
為
御
使
、
来
三

日
御
譲
位
内
弁
九
條
左
府
道
房
江　

被
仰
出
候
へ
共
、
近
衛
右
府
尚
嗣
可

被
仰
付
也
、
然
者
来
月
廿
一
日
御
即
位
内
弁
左
府
へ
可
被
仰
付
仰
也
、
予

申
詞
御
尤
之
由
也
、

十
二
日　

今
度　

新
院　

御
殿
に
て
、
来
三
日
御
譲
位
之
軒
廊
陣
座
等
み
つ
く
ろ
ひ

指
圖
有
之
、
予
・
左
府
道
房
・
右
府
尚
嗣
・
内
府
光
平
・
松
殿
有
昭
・
阿
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一
七
一

野
前
大
納
言
實
顕
・
清
閑
寺
前
大
納
言
共
房
・
飛
鳥
井
大
納
言
雅
宣
等
也
、

様
子
来
三
日
當
日
ノ
処
ニ
可
書
之

廿
三
日　

今
日
行
幸
御
習
礼
也
、
仙
洞
御
幸
、
予
・
左
府
・
右
府
・
内
府
・
松
殿
、

其
外
近
衛
前
関
白
・
一
條
前
摂
政
、
諸
家
大
方
不
残

廿
四
日　

未
刻　

飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
宣
来
、
自　

仙
洞
御
使
也
、
明
日　

行
幸
可

有
延
引
、
御
譲
位
同
日
可
有
之
也
、
其
子
細
ハ
江
戸
年
寄
衆
今
度
行
幸
供

奉
ニ
罷
出〈
武
家
御
名
代
也
〉ニ
付
未
上
洛
故
也
、
先
年　

仙
洞　

御
譲
位

時
モ　

東
照
大
権
現
初
家
康
公
可
有
御
供
歟
、
老
躰
故
大
沢
侍
従
名
代
勤

御
供
例
也

今
日
於　

仙
洞
親
王
御
元
服
之
習
礼
有
之
、
役
者
衆
何
も
伺
公
、
子
細
有

當
日
ノ
処
ニ

廿
五
日　

飛
鳥
井
前
大
納
言
来
、
今
度
行
幸
ニ
長
橋
局
脇
ニ
候
間
、
別
勅
に
て
被
召

出
度
由
也
、
是
者
父
方
の
姨
の
服
に
て
廿
日
服
な
る
に
、
別
勅
前
代
未
聞
事

也
、
若
ハ
服
後
ハ
あ
る
事
也
、
そ
れ
も
か
な
ハ
さ
る
時
の
事
也
、
予
御
返

事
子
細
有
間
敷
由
申
也

廿
七
日　

今
日　

親
王
御
元
服
也〈
當
時
儲
君
親
王
也
、
母
者
園
参
議
基
任
卿
女
、

仙
洞
女
官
号
京
極
局
〉、
予
加
冠
也

（
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
本
文
中
の
細
字
で
書
か
れ
た
割
注
部
分
は〈　

〉内
に
記
し
た
）

右
の
記
事
の
書
き
出
し
が
寛
永
廿
年
九（
月
）十（
日
）と
い
う
、
日
付
か
ら
始
ま
る
と

こ
ろ
は
日
記
と
同
様
で
あ
る
が
、
上
皇
か
ら
の
使
者
三
人
が
伝
え
た
要
件
と
、
康
道
が

記
し
て
上
皇
に
差
し
出
し
た
書
付
を
簡
潔
に
載
せ
て
お
り
、
以
下
の
記
事
が
儀
式
の
記

録
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
を
当
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
日
条
に
あ

る
紹
仁
親
王
元
服
の
儀
の
配
役
で
「
加
冠
人　

摂
政
予
」
と
、
康
道
が
自
身
を
「
予
」

と
一
人
称
で
記
し
て
お
り
、
本
文
の
著
者
が
康
道
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
十
一

日
以
降
の
記
事
も
、
儀
礼
関
係
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
十
二
日
か
ら
二
十
三
日
に
日

付
が
飛
ん
で
い
る
こ
と
も
、
必
要
な
記
事
を
抽
出
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
九
月
十
一
日

か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
記
事
も
詳
細
な
譲
位
の
儀
式
の
記
事
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

日
に
行
わ
れ
た
儀
式
関
連
の
記
事
を
簡
潔
に
記
し
、
詳
細
は
「
来
三
日
當
日
ノ
処
ニ
可

書
之
」（
九
月
十
二
日
条
）・「
子
細
有
當
日
ノ
処
ニ
」（
九
月
二
十
四
日
条
）と
記
し
て
、
別
に

存
在
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
Ａ
本
記
の
当
日
条
の
参
看
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
本
書
が
当
初
よ
り
儀
礼
記
録
集
成
に
特
化
し
て
編
集
し
た
Ｂ
別
記
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
康
道
が
別
記
と
し
て
本
書
を
編
纂
し
た
理
由
は
、
践
祚
・

譲
位
と
い
う
臨
時
の
儀
式
に
備
え
る
た
め
の
記
録
集
成
を
作
り
、
自
家
に
備
え
て
子
孫

に
伝
え
る
目
的
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
諸
本
の
残
存
状
況
は
、
本
書
と
の
校
訂
と
と
も
に
次
号

掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て
述
べ
る
。

三　

編
者
・
二
条
康
道

本
章
で
は
、
本
書
の
編
纂
に
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
条
康
道
と
二
条
家
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。

二
条
家
は
五
摂
家
の
一
つ
で
、
江
戸
時
代
に
は
家
領
千
七
百
石
余
を
領
し
た
。
摂
家

の
な
か
で
も
特
に
徳
川
将
軍
家
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
康
道
が
徳
川
家
康
か
ら
偏
諱
を

う
け
康
道
と
称
し
た
の
を
始
め
、
幕
末
の
斉
敬
に
至
る
ま
で
嫡
子
は
元
服
の
際
将
軍
の

猶
子
と
な
っ
て
偏
諱
を
う
け
て
名
乗
る
の
を
例
と
し
た
。
ま
た
南
北
朝
期
以
降
、
即
位

の
儀
式
で
高
御
座
に
登
る
天
皇
に
密
教
の
秘
儀
を
伝
え
る
「
即
位
灌
頂
」
を
務
め
て
き

た
こ
と
は
、
他
の
摂
家
に
は
無
い
特
例
で
あ
っ
た
。
二
条
家
は
万
治
四
年（
一
六
六
一
）

（
12
）



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
七
二

正
月
十
五
日
の
内
裏
大
火
で
、
康
道
の
子
息
・
光
平
の
正
室
・
賀
子
内
親
王
宅
が
火
元

と
な
っ
た
こ
と
と
、
寛
文
十
三
年（
一
六
七
三
）五
月
八
日
の
大
火
で
文
書
や
記
録
を
全

焼
さ
せ
る
ま
で
は
、
公
家
諸
家
中
最
大
の
文
書
・
記
録
の
所
蔵
量
を
誇
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
次
の
文
章
は
、
寛
永
二
十
年
に
二
条
家
の
蔵
書
の
一
部
を
披
見
し
た
幕
府
儒
官
の

林
鵞
峯（
一
六
一
八
〜
八
〇
）が
記
し
た
一
文
で
あ
る
。

五
摂
家
ノ
内
二
条
殿
殊
ニ
記
録
多
シ
、
秘
伝
ノ
儀
多
シ
、
其
故
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
ハ
、

二
条
ノ
開
基
良
実
ハ
、
九
条
道
家
ノ
次
男
ナ
リ
、
道
家
其
長
男
教
実
ニ
摂
政
ヲ
譲
リ
、

程
ナ
ク
教
実
早
世
、
其
子
忠
家
九
条
ノ
家
ヲ
相
続
ス
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
猶
幼
少
ナ
ル

ニ
ヨ
リ
テ
、
良
実
摂
関
ト
ナ
ル
、
二
条
ノ
家
コ
レ
ヨ
リ
始
ル
、（
中
略
）寛
永
癸
（
二
十
年
）
未
ノ

歳
、
御
即
位
ノ
事
ア
リ
テ
、
在
洛
ノ
間
、
二
条
康
道
公
ノ
家
司
北
大
路
宮
内
道
芳
ト

夜
話
ノ
時
、
二
条
殿
ノ
秘
記
若
干
巻
ヲ
携
ヘ
来
テ
、
此
秘
記
ハ
他
見
ヲ
禁
ス
ル
物
ナ

レ
ト
モ
、
一
見
ヲ
ユ
ル
ス
ト
テ
披
見
ノ
内
ニ
、
宝
治
年
中
良
実
ノ
願
文
一
通
ア
リ
、

実
事
ヲ
バ
ア
ラ
ハ
サ
ネ
ト
モ
、
父
ノ
心
和
ギ
家
門
繁
昌
ヲ
祈
ル
ノ
趣
ナ
リ
、
道
芳
ニ

懇
望
シ
テ
写
サ
ン
ト
請
ケ
レ
ド
モ
、
遂
ニ
他
見
ノ
事
ナ
シ
写
シ
、
取
ル
コ
ト
ハ
カ
ナ

フ
マ
ジ
ト
テ
、
箱
ヘ
取
リ
納
ム
、 

（
林
鵞
峯
『
二
条
殿
秘
説
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）

ま
た
江
戸
時
代
の
摂
家
の
家
業
の
一
つ
に
、
有
職
故
実
を
伝
承
し
教
授
す
る
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
た
。
寛
文
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
諸
家
家
業
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）

に
は
、
次
の
文
章
が
あ
る
。

　

攝
家

近
衛　

九
條　

二
條　

一
條　

鷹
司

右
ノ
五
家
ヲ
摂
家
ト
云
、
摂
政
関
白
ヲ
以
テ
先
途
ト
シ
侍
ル
ナ
リ
、（
中
略
）家

業
ノ
口
傳
并
ニ
先
祖
代
々
ノ
文
書
ヲ
傳
領
シ
侍
ル
ヲ
嫡
家
ト
申
シ
侍
ル
事
ナ

リ
、
右
摂
政
関
白
ノ
職
家
業
ホ
ヽ
記
シ
侍
リ
ヌ
、
此
上
ニ
神
代
ヨ
リ
摂
家
代
々

唯
一
人
ニ
サ
ツ
ケ
相
傳
シ
来
リ
侍
ル
大
嘗
会
天
神
地
祇
ヲ
ヲ
ロ
シ
奉
ル
大
事
并

ニ
神
膳
ノ
儀
、
又
即
位
灌
頂
ノ
大
事
コ
ノ
両
條
代
々
執
柄
ノ
人
天
子
ニ
サ
ツ
ケ

奉
ル
コ
ト
ニ
侍
ル
ナ
リ
、
是
等
ヲ
以
テ
摂
家
ノ
家
業
ト
ス
、
詩
歌
管
絃
能
書
等

ハ
イ
ツ
レ
モ
尋
常
モ
テ
ア
ソ
ヒ
侍
レ
ト
モ
、
摂
家
ナ
ト
ノ
家
業
ト
ス
ル
モ
ノ
ヒ

テ
ハ
侍
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ 

（
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
）

康
道
に
は
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
、「
寛
永
御
譲
位
記
」・「
寛
文
記（
寛
文
三

年
）」・「
元
服
次
第
並
加
冠
作
法
之
事
」・「
後
浄
明
院
装
束
抄
」・「
三
節
会
次
第
」・「
仗

議
次
第
」・「
新
院
御
月
次（
寛
文
六
年
）」・「
節
会
部
類
」・「
節
会
問
答
」・「
紹
仁
親
王

御
元
服
次
第（
寛
永
二
十
年
）」・「
東
照
宮
三
十
三
回
忌
御
八
講
次
第（
慶
安
元
年
）」・「
康

道
公
記
」・「
有
職
御
問
答
」
の
著
作
十
三
部
が
挙
げ
ら
れ
、
光
平
に
は
「
寛
永
廿
年
明

暦
三
年
御
即
位
記
」・「
元
日
節
会
次
第
」・「
御
会
和
歌（
寛
文
〜
延
宝
年
間
）」・「
禁
裏

仙
洞
御
会
和
歌（
寛
文
三
〜
五
年
）」・「
後
光
明
天
皇
七
回
御
忌
御
八
講
次
第
」・「
後
西

天
皇
御
即
位
次
第
」・「
識
仁
親
王
御
元
服
次
第
」・「
礼
服
御
覧
次
第
」・「
霊
元
天
皇
御

即
位
由
奉
幣
次
第
」
の
著
作
九
部
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
条
家
が
他
の
摂
家
と
同
様
に
儀
礼
資
料
を
蓄
積
し
て
い
た
の
も
、
天
皇
や
そ
の
時

の
摂
政
・
関
白
か
ら
の
命
令
で
儀
式
の
式
次
第
を
作
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
寛
永

二
十
年
の
後
光
明
天
皇
の
践
祚
記
事
は
、
康
道
の
弟
の
九
条
道
房（
一
六
〇
九
〜
四
七
）

も
自
身
の
日
記
『
道
房
公
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）に
お
い
て
記
録
し
て
お
り
、
詳
細
な

式
次
第
は
康
道
か
ら
得
て
筆
記
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
書
に
つ
い
て
、
以
上
の
章
の
な
か
で
明
ら
か
に
で
き
た
点
を
整
理
し
た
い
。

「
寛
永
記
」
と
「
寛
文
記
」
か
ら
な
る
本
書
「
即
位
之
記
」
は
、
巻
頭
の
序
文
や
巻



尾
張
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川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
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て（
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一
七
三

末
の
奥
書
が
無
い
た
め
、
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、「
寛
永
記
」
は
後

光
明
天
皇
の
践
祚
の
儀
の
行
わ
れ
た
寛
永
二
十
年
以
降
程
な
く
編
集
さ
れ
、「
寛
文
記
」

は
、
霊
元
天
皇
の
即
位
関
連
儀
式
の
行
わ
れ
た
寛
文
三
年
以
降
程
な
く
編
集
さ
れ
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
の
成
立
の
背
景
に
は
、
二
条
康
道
・
光
平
父
子
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
、
儀
式
記

録
集
成
を
自
家
に
備
え
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
康
道
が
自
身
の
日

記
と
は
別
に
、
儀
礼
記
録
集
成
と
し
て
作
っ
た
別
記
で
、
康
道
が
別
記
を
作
成
し
た
理

由
は
、
子
孫
に
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

附
属
す
る
極
札
に
従
え
ば
本
書
各
巻
の
内
題
の
署
名
は
康
道
の
自
筆
と
な
る
が
、
現

存
す
る
康
道
の
他
の
筆
跡
と
比
較
す
る
と
康
道
自
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
内
題

の
署
名
が
、
本
文
と
は
異
な
る
筆
跡
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
本
文
に
つ
い

て
も
複
数
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
筆
者
に
つ
い
て
は
な
お
検
証
を

要
す
る
。

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
後
光
明
天
皇
と
霊
元
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
の
式
次
第
と

と
も
に
、
儀
式
の
中
で
作
成
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
文
書
類
や
指
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
指
図
の
存
在
は
、
文
章
の
み
の
式
次
第
以
上
に
、
具
体
的
な
儀

式
の
参
加
者
の
動
き
を
伝
え
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
加
え
て
本
文
中
の
人
名
や
調
度
な

ど
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
音
読
を
伝
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
資
料
の
価

値
を
高
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
寛
永
記
」「
寛
文
記
」
諸
本
の
残
存
状
況
お
よ
び
本
書
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
次

号
掲
載
予
定
の
「
下
」
に
お
い
て
、
詳
し
く
触
れ
て
い
き
た
い
。

註（
1
）　

第
五
章
「
尾
張
徳
川
家
ゆ
か
り
の
文
庫
と
典
籍
」「
第
二
章　

徳
川
美
術
館
」（
愛
知
県
史

編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』　

愛
知
県　

二
〇
一
五
年
三

月
）。

（
2
）　

室
町
時
代
の
公
卿
で
古
典
学
者
で
も
あ
っ
た
一
条
兼
良
の
著
『
御
代
始
抄
』（
故
実
叢
書

編
集
部
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書　

第
二
十
八
冊
』　

明
治
図
書
出
版　

一
九
五
三
年
十
一
月

所
収
）の
な
か
で
、
天
皇
の
代
替
わ
り
儀
式
に
は
Ａ 

御
譲
位
・
Ｂ 

御
即
位
・
Ｃ 

御
禊
の
行

幸
・
Ｄ 

大
嘗
会
の
四
つ
を
あ
げ（
こ
の
う
ち
Ｃ
は
Ｄ
の
前
段
行
事
）、
Ａ
は
「
御
譲
位
の
時

は
警
固
・
固
関
・
節
会
・
宣
制
・
剣
璽
渡
御
・
新
主
の
御
所
の
儀
式
あ
り
。
是
は
毎
度
の
事

也
。」、
Ｂ
に
つ
い
て
は
「
即
位
と
い
ふ
は
天
子
受
禅
の
後
ま
さ
し
く
南
面
の
位
に
つ
か
せ
給

ひ
て
は
じ
め
て
百
司
万
民
に
龍
顔
を
見
え
さ
せ
給
ふ
よ
し
也
」
と
解
説
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
帝
國
學
士
院
編
『
帝
室
制
度
史　

第
三
巻
』（
帝
國
學
士
院　

一
九
三
九
年
七
月
）

に
お
い
て
は
、「
皇
位
の
継
承
は
、
専
ら
天
皇
の
崩
御
に
因
る
こ
と
を
我
が
國
古
来
の
恒
典

と
為
す
」
と
し
、
左
記
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

皇
位
の
継
承
は
、
天
皇
の
崩
御
に
因
る
の
外
、
中
世
以
後
は
、
天
皇
在
世
中
の
譲
位
に
因

る
の
例
を
生
ぜ
り
。
譲
位
は
、
一
に
遜
位
と
謂
ひ
、
或
は
譲
國
と
謂
ふ
。
邦
語
に
之
を

「
ミ
ク
ニ
ユ
ヅ
リ
」
と
訓
ず
。
又
皇
嗣
の
譲
を
受
け
た
ま
ふ
こ
と
よ
り
見
て
受
禅
と
も
謂

ふ
。
譲
位
と
受
禅
と
は
、
唯
観
点
を
異
に
す
る
名
称
の
別
た
る
に
止
ま
り
、
全
く
同
じ
に

し
て
、
儀
礼
に
於
い
て
も
、
譲
位
の
式
は
即
ち
受
禅
の
式
に
外
な
ら
ず
。（
中
略
）天
皇
在

世
中
の
譲
位
は
、
皇
極
天
皇
の
位
を
孝
徳
天
皇
に
譲
り
た
ま
へ
る
を
以
て
、
其
の
最
初
と

為
す
べ
し
。（
中
略
）歴
代
相
尋
い
で
譲
位
受
禅
の
儀
あ
り
。
皇
位
の
継
承
は
、
天
皇
の
崩

御
に
因
る
よ
り
も
、
寧
ろ
譲
位
に
因
る
を
常
例
と
為
す
に
至
れ
り
。

（
3
）　

二
条
康
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
書
を
参
看
し
た
。

久
保
貴
子
著
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選　

後
水
尾
天
皇
─
千
年
の
坂
も
踏
み
分
け
て

─
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
八
年
三
月
。

久
保
貴
子
著
『
人
物
叢
書　

徳
川
和
子
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
八
年
二
月
。

（
4
）　

小
松
茂
美
「
書
流
系
譜
の
成
立
と
分
類
」（
同
著
『
日
本
書
流
全
史　

上
』　

講
談
社　

一
九
七
〇
年
十
二
月
）。

（
5
）　
『
補
訂
版
国
書
総
目
録
』　

岩
波
書
店　

一
九
七
一
年
一
月
。

（
6
）　

皇
太
子
の
称
号
は
、
天
和
三
年（
一
六
八
三
）に
霊
元
天
皇
が
立
太
子
礼
を
再
興
し
た
時
に

再
興
さ
れ
た
称
号
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
皇
位
継
承
予
定
者
は
「
儲
君
」
ま
た
は
「
親
王
御
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一
七
四

方
」
と
称
さ
れ
た
。

（
7
）　

礼
服
は
唐
風
の
装
束
で
、
平
安
時
代
ま
で
は
毎
年
正
月
朔
日
の
朝
賀
と
即
位
式
の
二
度
用

い
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
朝
賀
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
礼
服
は
天
皇
の
即
位
礼
の
み
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
森
田
登
代
子
著
『
遊
楽
と
し
て
の
近
世
天
皇
即
位
式
─
庶
民
が

見
物
し
た
皇
室
儀
式
の
世
界
─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
五
年
三
月
）お
よ
び
武
田
佐

知
子
・
津
田
大
輔
著
『
礼
服　

天
皇
即
位
儀
礼
や
元
旦
の
儀
の
花
の
装
い
』（
大
阪
大
学
出
版

会　

二
〇
一
七
年
一
月
）に
詳
し
い
。

（
8
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
集
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

公
卿
補
任　

第
四
篇
』　

吉

川
弘
文
館　

一
九
七
一
年
九
月
。

（
9
）　

註
8
に
掲
出
し
た
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

公
卿
補
任　

第
四
篇
』
と
、
柳
原
紀
光
編

『
続
史
愚
抄
』
は
次
の
図
書
を
参
看
し
た
。

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

第
十
五
巻　

続
史
愚
抄　

後
篇
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
三
一
年
六
月
。

　
『
続
史
愚
抄
』
は
江
戸
時
代
中
〜
後
期
の
公
卿
・
柳
原
紀
光（
一
七
四
六
〜
一
八
〇
〇
）編

纂
の
歴
史
書
で
、
鎌
倉
時
代
の
亀
山
天
皇
践
祚
の
正
元
元
年（
一
二
五
九
）に
始
ま
り
江
戸
時

代
中
期
の
後
桃
園
天
皇
崩
御
の
安
永
八
年（
一
七
七
七
）に
か
け
て
編
年
体
で
記
述
さ
れ
た
朝

廷
の
通
史
で
あ
る
。

（
10
）　

橋
本
政
宣
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」（
同
著
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）。

（
11
）　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
「
称
唯
」
は
「
イ
シ
ョ
ウ
」
と
読
む
。
こ
れ

は
漢
字
通
り
に
音
読
す
る
と
「
シ
ョ
ウ
イ
」
と
な
り
、
譲
位
に
通
じ
る
の
を
憚
り
漢
字
を
逆

転
さ
せ
て
読
む
慣
例
で
あ
る
。

（
12
）　

前
掲
註
10
に
掲
出
し
た
図
書
を
参
看
し
た
。



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
即
位
之
記
」
に
つ
い
て（
上
）

一
七
五

代数 追号 御名
生歿年 先帝崩御・受禅

崩御・譲位
在位期間 即位式挙行日

107 後陽成 和仁・
周仁　

元亀2（1571）12・15−元和3（1617）8・26 受禅
譲位

天正14（1586）11・7−慶長16（1611）3・27 天正14・11・25

108 後水尾 政仁
文禄5（1596）6・4−延宝8（1680）8・19 受禅

譲位
慶長16（1611）3・27−寛永6（1629）11・8 慶長16・4・12

109 明正 興子
元和9（1624）11・19−元禄9（1696）11・10 受禅

譲位
寛永6（1629）11・8−寛永20（1643）10・3 寛永7・9・12

110 後光明 紹仁
寛永10（1633）3・12−承応3（1654）9・20 受禅

崩御
寛永20（1643）10・3−承応3（1654）9・20 寛永20・10・21

111 後西 良仁
寛永14（1638）11・16−貞享2（1685）2・22 先帝崩御

譲位
承応3（1654）11・28−寛文3（1663）正・26 明暦2・正・22

112 霊元 識仁
承応3（1654）・5・25−享保17（1732）8・6 受禅

譲位
寛文3（1663）正・26−貞享4（1687）3・21 寛文3・4・27

113 東山 朝仁
延宝3（1675）9・3−宝永6（1710）12・17 受禅

譲位
貞享4（1687）3・21−宝永6（1709）6・21 貞享4・4・28

114 中御門 慶仁
元禄14（1702）12・17−元文2（1737）4・11 受禅

譲位
宝永6（1709）6・21−享保20（1735）3・21 宝永7・11・11 

115 桜町 昭仁
享保5（1720）正・1−寛延3（1750）4・23 受禅

譲位
享保20（1735）3・21−延享4（1747）5・2 享保20・11・3

116 桃園 遐仁
寛保元（1741）2・29−宝暦12（1762）7・12 受禅

崩御
延享4（1747）5・2−宝暦12（1762）7・12 延享4・9・21

117 後桜町 智子
元文5（1740）8・3−文化10（1813）閏11・2 先帝崩御

譲位
宝暦12（1762）7・27−明和7（1770）11・24 宝暦13・11・27

118 後桃園 英仁
宝暦8（1758）7・2−安永8（1779）10・29 受禅

崩御
明和7（1770）11・24−安永8（1779）10・29 明和8・4・28

119 光格 兼仁
明和8（1771）8・15−天保11（1840）11・19 先帝崩御

譲位
安永8（1779）11・25−文化14（1817）3・22 安永9・12・4

120 仁孝 恵仁
寛政12（1800）2・21−弘化3（1846）正・26 受禅

崩御
文化14（1817）3・22−弘化3（1846）正・26 文化14・9・21

121 孝明 統仁
天保2（1831）6・14−慶応2（1866）12・25 先帝崩御

崩御
弘化3（1846）2・13−慶応2（1866）12・25 弘化3・9・23

表　「近世の天皇　一覧」



金　

鯱　

叢　

書　
第
四
十
五
輯
　〔
年
一
回
刊
行
〕

─
史
学
美
術
史
論
文
集
─

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
　
編
集

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
　
印
刷
・
発
行

竹
　
　
内
　
　
　
　
　
誠

徳
　
　
川
　
　
義
　
　
崇

編
集
者

発
行
者

〒
171
─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

公
益
財
団
法
人
　

徳
川
黎
明
会

電
話
（
3950
）
〇
一
一
一
番
（
代
）

〒
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─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

徳
川
林
政
史
研
究
所

電
話
（
3950
）
〇
一
一
七
番
（
代
）

〒
461
─
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名
古
屋
市
東
区
徳
川
町
一
〇
一
七

徳

川

美

術

館

電
話
（
935
）
六
二
六
二
番
（
代
）

印
刷
所

〒
600
─
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京
都
市
下
京
区
中
堂
寺
鍵
田
町
二

株
式
会
社
　
図
書

印
刷　

同
朋
舎

電
話
（
361
）
九
一
二
一
番
（
代
）
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